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はじめに 
 

  

 平成３０年度の全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、１５万９，８５０件（速報値）

に達し、これまでで最多の件数となっています。鳥取県でも８０件の相談対応件数と報告されており、

深刻な社会問題として対応を求められています。 

また、平成３１年１月には、千葉県野田市において両親からの虐待が原因で小学４年生の児童が亡く

なる事案が起きましたが、この事案では関係機関との連携が不足していたことなどについて課題があっ

たと考えられており、千葉県教育庁が作成している虐待対応マニュアルに基づく対応が十分でなかった

ことが確認されています。 

 このような課題がある中、平成３１年２月に文部科学省等より「児童虐待防止対策に係る学校等及び

その設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について」が通知されました。また、令和元年６月に

は児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律が公布され、児童の権利擁

護として親権者等による体罰の禁止が示されました。 

虐待は、「児童虐待の防止等に関する法律」第１条に示されているとおり、児童の人権を著しく侵害

し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成

にも懸念を及ぼすものです。次の世代に引き継がれる恐れもあり、最悪の場合、子どもを死に至らしめ

る事例も少なくありません。 

虐待は、児童生徒に与える影響が大きく、「安心・安全の欲求」が満たされない状態が長く続くこと

で、自己肯定感が低下し、周囲との良好な人間関係を築くことが難しく、強い攻撃性を持ったり、様々

な問題行動につながったりするなどの深刻な状況に陥ることがあると言われています。そのため、学校

等は虐待が児童生徒に与える影響を正しく理解し、気になる児童生徒を早期から把握し、心配な状況を

抱え込むことなく組織として対応し、必要な関係機関と連携していく必要があります。 

このような状況を踏まえ、このたび、児童虐待の基礎的な理解、学校における対応の流れや対応方法、

関係機関との連携等についてマニュアルとしてまとめました。また、教職員研修のための方法や事例を

示し、学校の校内研修等でも活用していただけるよう工夫しています。 

 児童生徒一人一人の安心・安全を守る立場から、学校、教育委員会等におかれましては、虐待対応に

ついて正しく理解し取り組むため、本マニュアルを充分に活用し、児童虐待の早期発見と適切な対応、

機関連携、学校等での研修等をさらに推進してくださるようお願いします。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

～用語の説明～ 

 本マニュアルでは次の用語を以下の定義で用いています。 

  児童虐待防止法・・・「児童虐待の防止等に関する法律」の略称 

  虐待・・・・児童虐待防止法第２条の「児童虐待」をさし、保護者がその監護する１８歳未満の子

どもに対して行う虐待をさす。 

  子ども・・・１８歳に満たない者（児童虐待防止法に基づく） 

  保護者・・・児童虐待防止法第２条にいう「保護者」であり、親権を行う者の他、未成年後見人そ

の他の者で子どもを現に監護する者をいう。したがって、子どもの母親や父親だけで

なく養父母や内縁関係者も、子どもを現実に監護・保護している場合は含まれる。 

 

鳥取県教育委員会 

◆児童福祉法第１条◆ 

全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生

活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びに

その自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 
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＜児童虐待対応に係るキーワード＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒が置かれた生活環境等

への働きかけや関係機関とのネ

ットワークの構築などを行う福

祉の専門家 →Ｐ.１７ 

スクールソーシャル 

ワーカー 

 
スクリーニング会議 

様々な視点や資料をもとに、虐待

をはじめ気になる児童生徒を早期

から組織として把握する会議  

→Ｐ.２１ 

 
愛着形成の課題・愛着障がい 

親などの特定の養育者との愛着形成

がうまくいかないことで現れる困

難。虐待やネグレクト等との関連が

考えられるケースがある。   

→Ｐ.７ 

 

カウンセリング等の教育相談

機能を充実させるための心理

の専門家 →Ｐ.１７ 

スクール 
カウンセラー 

児童虐待対応 

 
様々な情報を収集・共有し、そ

の背景や要因を分析して、アセ

スメント・プランニングを協

議・決定する会議 →Ｐ.２１ 

ケース会議 
 

虐待をはじめとして、保護や特別な支援が必要

な児童生徒と判断された場合、この協議会でケ

ース会議を行い、参加関係機関の必要な役割等

を話し合う。 →Ｐ.３７ 

要保護児童対策地域協議会（要対協） 
（市町村） 

 

通告 

児童虐待を受けたと思わ

れる児童を発見した者は、

速やかに、市町村、児童相

談所に通告しなければな

らない。→Ｐ.２７ 

 

児童相談所 

児童虐待対応の中心的な役

割を担う通告受理機関とな

っており、法律により立入調

査、一時保護、施設入所、里

親委託の役割が与えられて

いる。→Ｐ.３８ 

お
兄
ち
ゃ
ん
は 

も
っ
と 

で
き
る
の
に 

お
前
な
ん
か 

生
ま
れ
て 

こ
な
け
れ
ば 

よ
か
っ
た
の
よ 

バ
カ 

ア
ホ 

死
ね
！ 

 
守秘義務と個人情報保護 

原則として、本人の同意のない場

合の個人情報の収集、目的外利用

及び第三者提供が禁止されてい

るが、例外として緊急の必要性が

ある場合は、本人の同意がなくと

も、個人情報の収集、目的外利

用・第三者提供等が認められてお

り、通告の義務は守秘義務に優先

する。 →Ｐ.２７、４２ 
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第１章 虐待とは（虐待の基本的な理解） 
 

【１】児童虐待の定義 

 

 

 

 

身体的虐待 
○児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

※外傷：打撲傷、あざ（内出血）、骨折、刺傷、やけどなど様々。 

※外側からは簡単に見えないような場所に外傷があることも多くある。 

※外傷の有無とは無関係に、暴行の可能性の有無で判断する。 

性的虐待 

 

○児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせ

ること。 

※子どもへの性交、性的行為。 ※子どもに性器や性交を見せる。 

※子どもの性器を触る又は子どもに性器を触らせるなどの性的行為。 

※子どもをポルノグラフィーの被写体にすることなども含まれる。 

ネグレクト 
○児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、

保護者以外の同居人による身体的虐待や性的虐待の放置、その他の保護者

としての監護を著しく怠ること。 

※例えば、重大な病気になっても病院に連れて行かない、適切な食事を与えない、下着な

ど長期間ひどく不潔なままにする、子どもを遺棄したり置き去りにしたりするなど。 

心理的虐待 
○児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭に

おける配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言

動を行うこと。 

※子どもの心に長く傷として残るような経験や傷を負わせる言動を行うこと。子どもの存

在を否定するような言動が代表的だが、兄弟姉妹との間に不当なまでの差別的な待遇を

する場合もある。また、配偶者に対する暴力や暴言（いわゆるＤＶ）や、その他の家族

に対する暴力や暴言を子どもが目撃することは、当該子どもへの心理的虐待に当たる。 

 

虐待の種類は概ね４タイプに分類されますが、多くの事例においては、いくつかのタイプの虐待が複

合していることに注意しなければなりません。 

※参考：文部科学省「児童虐待防止と学校（研修資料）」 
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【２】児童虐待の対応に関わる法令等 
 児童虐待に係っては法令等に基づく対応が必要です。以下に根拠となるものを示します。 

１ 児童虐待の迅速・的確な対応（平時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 児童虐待の迅速・的確な対応（発見時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学校及び学校の教職員は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期
発見に努める必要がある。 
※幼児児童生徒の心身の状況を適切に把握すること、健康診断（身体測定、内科検診、歯科検診）は、児童虐

待を早期に発見しやすい機会であることに留意 

 

○児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに、これを市町村、児童相談所等
に通告しなければならない。 
※虐待の事実が必ずしも明らかでなくとも一般の人の目から見れば主観的に児童虐待が疑われる場合は通告義

務が生じる。 

※法の趣旨に基づくものであれば、その通告が結果として誤りであったとしても、そのことによって刑事上、

民事上の責任を問われることは基本的に想定されない。 

○通告を受けた機関は、通告をした者を特定させる情報を漏らしてはならない。 

 

○学校、教育委員会は、要保護児童対策地域協議会（児童福祉法第 25 条の２）へ参画するなどし
て、関係機関との一層の連携・協力に努めなければならない。 

○教育委員会、児童相談所等が、必要に応じて相互の会議に出席、協力するなどして、日常的な
連携の強化を図る。 

 

○児童相談所長等から児童虐待の防止等に関する資料等の提供を求められたときは、当該資料等

を提供することができる。（国立・公立・私立の学校等） 

 
○幼児児童生徒の進学・転学に当たっては、法令上の進学・転学先への文書の送付はもとより、
対面、電話連絡、文書等による学校間での引継ぎの実施、学校の担当者やスクールソーシャル
ワーカー等によるケース会議の開催等により、支援が必要な幼児児童生徒に係る学校等の間の
適切な連携を進める。 

○個人情報保護の観点からどこまで情報を引き継げるかについては、適用される関係法令に基づ
き各学校等が判断する。 

 

 

○要保護児童対策地域協議会における情報共有は、「法令に基づく正当行為」「法令等に定めると
き」に該当し、守秘義務違反にならず、個人情報保護条例に違反しない。 
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【３】虐待から生じる愛着形成の課題等の影響 
虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えます。また、次の世代に引き継がれ

るおそれがあり、子どもにとって重大な問題であるとともに人権侵害です。家庭の中で、保護者が子ど

ものためを思っての行為であっても、虐待になってしまう場合があり、最悪の場合は死につながる場合

もあります。 

愛着形成の課題とは、虐待やネグレクト、中には養育者の愛情と子どもの欲しい愛情がかみ合わない 

状況等から、親などの特定の養育者との愛着形成がうまくいかないことであらわれる課題です。安心感

や愛情が満たされない状況がおこり、愛着関係がうまく築けなくなることから様々な症状を示します。 

特に教育現場においては、この虐待につながる行為が子どもたちの人格の形成に大きく影響を及ぼし、

社会的な生活への困難さにつながるものであることを意識し、適切な対応をとることが必要です。 

 

１ 発達におけるマズローの欲求５段階説 
 

心理学者のマズローは、「人間は自己実現に向かっ

て絶えず成長する生きものである。」という仮説の下、

「人間の欲求は、５段階のピラミッドのように構成

されており、低い階層の欲求が満たされると、より

高い階層の欲求を欲するようになる。」と説明しまし

た。 

「生理的な欲求」（食べたい、眠りたい等の根源的

な欲求）からはじまり、「安心・安全の欲求」（安全

な環境にいたい、安心な状態を維持したい等の欲求）、

「交流（社会的）の欲求」（どこかに所属しているという満足感を得たいという欲求）、「承認の欲求」（自

分が集団から存在価値を認めてもらい尊重されたいという欲求）、「自己実現の欲求」（自分の持つ能力

や可能性を最大限に発揮したいという欲求）へと、人間の欲求は、下位の欲求が満たされると、上位の

欲求へ上がっていくというものです。 

 虐待等の行為が長期的・継続的に行われることは、安心感や愛情が満たされない状況をつくり、子ど

もたちの人格形成に大きく影響を及ぼします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

「虐待の定義はあくまで子ども側の定義であり、親の意図とは無関係です。その子が嫌い

だから、憎いから、意図的にするから、虐待と言うのではありません。親はいくら一生懸命

であっても、その子をかわいいと思っていても、子ども側にとって有害な行為であれば虐待

なのです。我々がその行為を親の意図で判断するのではなく、子どもにとって有害かどうか

で判断するように視点を変えなければなりません。」（小林美智子、１９９４） 

 （厚生労働省「子ども虐待対応の手引き（Ｈ２５.８）」より） 

虐待の判断に当たっての留意
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２ 愛着形成の課題・愛着障がいの特徴的な症状 

 

福井大学の友田明美氏の研究で、虐待やネグレクト

（育児放棄）などの不適切な養育は、愛着形成の課

題・愛着障がいを引き起こすと言われています。 

 日常的に養育者が子どもに暴言・暴力など厳格体罰

を与えることで、不安定な愛着が形成されてしまいま

す。このように不適切な養育が引き起こす愛着形成の

課題・愛着障がいは、こころの発達に問題を与え、さ

まざまな症状を表すことになります。 

 

症状が内向きに出ると、他人に対して用心深くなっ

たり、イライラしやすくなったりして、他人との安定

した関係が築けません。 

 症状が外向きに出ると、多動で落ち着きがなくなったり、友達とのトラブルが多くなったりして、ケ

ンカが絶えません。また不信感や孤立感の強さから対人関係に支障をきたしてしまいます。 

  

 子ども時代の虐待の影響で、精神疾患を発症する人も増えています。うつ病、アルコールや薬物の依

存症、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障がい）、統合失調症、さまざまな人格障がい等を発症の一因と

なることがわかっています。  

 

３ 脳への影響 

小さい頃から継続的に虐待を受け続けることで、大

量のストレスホルモンが脳の発育を遅らせると指摘

されています。 

 

 幼児期に虐待ストレスを受け続けると、脳の中にあ

る感情の中枢である扁桃体（へんとうたい）が異常に

興奮し、副腎皮質にストレスホルモンを出すよう指令

を出します。そうするとストレスホルモンが過剰に放

出され、脳にダメージを与えることになります。 

 さらに、感情をつかさどる前頭葉が小さくなって、

自分のコントロールができなくなり、乱暴な行動にな

ったり、集中力が低下したりします。 

○暴言・虐待により聴覚野が変形し、聴こえや会話、コミュニケーションがうまくできなくなる。 

○両親間のＤＶ・家庭内暴力を目撃すると視覚野が小さくなり、他人の表情が分かりにくくなり、

対人関係がうまくいかなくなる。 

 

脳の形が変わるのは、「外部からのストレスに耐えられるように情報量を減らす」ための脳の防衛反

応だと考えられています。 

 

 実は、子どものときに虐待ストレスを受け続け、大人になって親になった時、今度はわが子に虐待・

ネグレクトを繰り返してしまう世代間連鎖が起きることがあるので、早期の適切な虐待対応を行うこと

は、この連鎖を断ち切ることにもなるのです。 

          

【引用】 

           

 

ＮＨＫ「虐待と脳 回復の手だては」（視点・論点） 2017年 3月 6日  

    福井大学 友田 明美氏  
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４ 児童虐待の子どもへの影響 

子どもと接する機会の多い学校・教育委員会等の関係者は、児童生徒の安全を守る立場から虐待の態

様や影響について理解しておくことが必要です。また、家庭内における虐待だけでなく、教職員による

体罰・暴言も同様の影響を与えることがあることを知っておく必要があります。 

 

（１）劣等感や無力感を強く持ってしまう 

人は生まれてから数年間で、親から愛され慈しみを受けて育てられることにより、人や社会一般

に対して基本的な信頼関係を持つようになります。しかし幼少期に虐待を受け続けたり、繰り返し

「お前は悪い子だ、だめな子だ」と言われ続けたりした場合、その影響で劣等感や無力感を持ち、

自分に対する評価が低くなってしまいます。 

 

（２）良好な人間関係をつくることが困難になる 

最も愛されるべき親から愛されていると感じず、逆に虐待を受け続けた結果、人を信用すること

ができず、うまく周囲の人との人間関係をつくっていくことが困難になることが多いと言われてい

ます。 

また「虐待関係の反復傾向」を生じることがあると言われています。これは、虐待を受けた子ど

もが虐待した親以外の大人に対しても挑発的態度や反抗的態度をとり、神経を逆なでさせ、自ら「虐

待的関係」を引き起こしてしまう傾向をいいます。その理由として、虐待を受けた子どもは虐待的

関係以外の大人との関わり方がわからないという事情やそのような行動を繰り返すことによって、

虐待というショックを和らげようとしているのではないかと考えられています。  

 

（３）強い攻撃性を持つことがある 

虐待を受け続けた子どもは、そうでない子どもに比べ、強い攻撃性を持つことがあります。これ

は心理的に２つの理由があると言われています。 
 

①親との同一化 

虐待された子どもは、親からの暴力に対して無力感や絶望感を強く持つようになってしまい

ます。それを克服するために、他の人を自分を虐待した親と同一化し、暴力をふるうというこ

とが考えられます。 

 

②解決方法の学習 

親が子どもに対して殴るなどの虐待行為を行うのは、トラブルの解決方法として行っている

面があります。虐待を受けた子どもは、トラブルの解決方法として暴力をふるうことを学習し

てしまい、それを自分も利用するようになってしまうと考えられます。 

 

（４）思春期以降に起こる問題行動等 

早い段階で適切な治療や支援がなされない場合、思春期以降に様々な問題行動を起こしてしまう

場合があります。 
 

①乱暴・多動 

攻撃性が強くなってしまった子どもの場合、中学生以降に乱暴なふるまいや落ち着きのない

行動が多くなり、劣等感や無力感を克服するために、非行や性行動に走ってしまうこともあり

ます。 
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②徘徊・家出 

４、５歳の子どもから見られますが、虐待される家に居たくないということで、徘徊・家出

をすることが多くなることがあります。 

 

③自死企図 

虐待を受け続けた結果、自分に対して劣等感や無力感を持ち、生きていても楽しくないと感

じることで自死企図を行うことがあります。 

 

④性的問題 

性的虐待を受けた児童は思春期以降に、不特定多数の者と性的関係を多く持つ等の性的逸脱

行動をとる場合があります。これは、性的虐待を受け続けた結果、大人との関係をそのような

ものとしてしか捉えることができなくなったなどの影響があると言われています。 

 

虐待を受けた子どもと少年非行との間には、密接な関係があることが調査により明らかにされていま

す。前に述べたように、虐待を受けた子どもは自己評価が低い、対人関係がうまくとれないという影響

がみられ、対外的に不適応行動として現れることが指摘されています。 

法務総合研究所が全国の少年院在院者約２３００名に行った調査では、５０％の子どもに虐待の被害

体験があり、虐待の体験のある女子の過半数が「虐待を受けたために非行に走るようになったと思う」

と答えたという調査結果となっています。（法務総合研究所「法務総合研究所研究部報告１１―児童虐待に

関する研究」（平成１３年３月）） 

          【引用】 

 

 

５ 児童虐待と障がい 

子どもに障がいがある場合、保護者は養育上の困難さを感じることが多く、自分の子育てが間違っ

ているのではないかという不安を持ったり、子どもに過度な叱責をするなどの不適切な接し方をした

りすることがあります。特に、保護者が子どもの障がいに気づいていない場合や、その障がいへの理

解が乏しい場合には、一層、課題が増大し、虐待へとつながる危険性があります。 

したがって、教職員は、障がいは虐待のリスク要因の一つであるという認識を持つとともに、子ど

もだけではなく保護者への支援を行うことが必要です。 

 

６ 児童虐待と非行 
食事を与えられていないなど（ネグレクト）の結果、食べ物を万引きする場合もあります。また、

虐待による満たされない思いが、窃盗、万引きなどの行動に結びつくことも多くあります。 

さらに子どもの非行や、教職員等の指導に従わない反抗的な態度などの問題行動の背景には、子ど

も自身が社会に受け入れられていないと感じていることが多くあり、こうした子どもの行動を保護者

が厳しさだけで正そうとすると、子どもはますます受け入れてもらえないと感じ、かえって問題行動

を強めてしまうことがあります。その結果、保護者のしつけの厳しさが増すという悪循環が虐待につ

ながる場合もあります。 

また、性的虐待を受けた子どものなかには、その時に感じた無力感を克服しようと、性の問題行動

を繰り返すことがあるので、性の問題行動がある子どもの中には、性的虐待の被害者である者がいる

可能性もあることを理解しておく必要があります。 

ＮＨＫ「虐待と脳 回復の手だては」（視点・論点） 2017年 3月 6日  

    福井大学 友田 明美氏 
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７ 児童虐待と不登校 
子どもには登校する意志があるのに登校させないなどの登校を妨害する虐待もあります。家で、兄

弟姉妹の世話をさせられている、保護者が精神的な疾患の影響で妄想に振り回されている、ネグレク

トの状況で放任されているなどの場合があります。このような状況に置かれると、登校の意欲が失わ

れ不登校になってしまう場合もあります。 

不登校の中には、子どもが登校を嫌がっているのではなく、「保護者が登校させない」「保護者が原

因で登校できない」のではという疑いを持つことも必要でしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員などが一生懸命子どもに気を配り、丁寧に対応していても、子どもは、わざと教職

員などを怒らせるような言動をとることがあります。これは、虐待的な関係が長期に続いた

ために、安全な環境に置かれても、子どもが「自分の言動はどこまでが許容され、どういっ

たことが制限されるのか、制限される場合は誰がどのような方法で制限するのか」を試すた

めにとっているもので、虐待を受けた子どもによく見られます。子どもが教職員などを試す

ようなことをしてきたときには、「挑発」に乗って子どもの表面的な言動だけを取り上げて叱

らずに、子どもが置かれている状況、背景を考えて対応する必要があります。 

ワンポイントアドバイス 『試し行動』 

虐待で引き起こされる子どもの状態と発達障がいに起因する子どもの状態に類似性（落ち

着きのなさ、衝動性など）があることに留意する必要があります。 

したがって、現象面のみにとらわれず、その背景を多面的にみることが大切です。そのた

めに教職員は、発達障がいに関する理解を深めるとともに、特別支援教育主任等と連携しな

がら、校内において組織的な対応を行うことが重要です。 

また、必要に応じて、専門機関と連携することが大切になります。 

ワンポイントアドバイス 『多面的理解と連携』 

Ｑ「虐待によって影響を受けた子どもの行動は 
改善されますか？」 Ｑ＆Ａ 

Ａ その後の適切な関わりやケアを行えば、その症状は改善され、愛着形成が可能です。特に

早期の支援・対応であればあるほど、改善は早く、子どもの心や行動が変わります。 

  ただし長期に及ぶ虐待については、症状も重篤であるため、根気強く時間と労力を重ねる

ことが必要です。 



- 12 - 

 

＜児童虐待が子どもの心身へ与える影響＞ 

 虐待は４つのタイプに分けられ（詳細はＰ.５参照）、それぞれのタイプによって心身への影響は異な

る面があります。虐待を受けていた期間、その態様、子どもの年齢や性格等によっては、子どもの心身

に深刻な影響を与える場合があります。 

身体的虐待     性的虐待    ネグレクト     心理的虐待 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体面に現れる影響 

＜身体に現れる症状＞ 

・栄養不良から、子どもの発育・発達に遅れが見られることがある。また栄養の偏りのため疲れやすさ

や体調不良、肥満傾向などをきたすこともある。 

＜身体的な症状となって現れる心理的な問題＞ 

・自分の抱えている不安を言葉で表現できない子どもは、頭痛、腹痛、疲労感などの症状を訴えること

がある。 

精神面・人格形成に現れる影響 

＜愛着障がい＞ 

・人に対する信頼感や愛着を持つことが難しく、極端に関わりを避けてしまうなど、適切な人間関係を

保てなくなる。 

＜解離＞ 

・苦しい場面の記憶を自分から切り離そうとする心の動きが現れ、叱られる場面で無反応になったり、

叩かれても痛みを感じない症状が現れたりすることがある。 

＜抑うつ＞ 

・学業への意欲が持てない、友だちと関わることを避けたがるなどの他、睡眠障がいなど、身体症状を

伴うこともある。 

＜知的発達の障がい＞ 

・安心して人と関われなかったり、新しいことへ挑戦する意欲が失われたりすることで、知的な発達の

遅れを引き起こすことがある。 

行動面に現れる影響 

＜衝動性＞ 

・衝動をコントロールする力を育むことができず、落ち着きがなく、衝動的な行動をとりやすくなる。 

＜攻撃性＞ 

・不満や怒りを感じたときに暴力をふるうことを学習し、暴力をふるいやすくなる。相手に対して優位

に立つために攻撃性が高まる。 

＜食行動の異常＞ 

・虐待から逃れられず「どうしようもない」という無力感が生まれ、空虚感を解消するために過食や摂

食障がい、アルコール・薬物依存症に至る場合がある。 

＜自傷行為＞ 

・低い自己肯定感から自暴自棄となったときに、自分の存在意義を感じるために、また、周囲の注意を

引くために自傷行為に及ぶこともある。 

＜試し行動＞ 

・どこまで自分を受け入れてくれるか、拒絶されているかを確かめる行動をとることがある。反抗的な

態度での試し行動がある。 

＜見て見て行動＞ 

・周りに注目され、自分の存在感を感じるために、ちょっかいや目立つ行動をとることがある。 
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【４】児童虐待の基本的な理解 

１ 児童虐待の起こる要因 

虐待は家族の構造的な問題を背景として起きており、児童相談所などでは家族の歴史や家族間の関係、

経済的背景などを含めて総合的な見立て（アセスメント）を行っています。学校・教職員においても、

保護者の生育歴、就労や家計の状態、居住状況、ストレスの状態、心身の問題、子どもの障がいや疾病

等からの育児負担の問題など、多様な要因によって虐待が起きるということを理解しておくことが大事

です。 

また、一部の特別な家庭のみに起こる問題ではなく、「身近などの家庭にも起こるかもしれない」問

題であるとすべての大人が認識することが重要です。 

 

＜児童虐待が発生しやすい状況＞ 

生活の中で大きなストレス（夫婦・家族関係、生活の経済的困難、離婚・再婚、家族の死や失

業など）が加わり、危機的状況に陥っている 

悩んだり困ったりしたときの支援者がなく、孤立感・孤独感がある 

予期しない妊娠などで育児に対する様々な準備が不足していた 

アレルギー体質、発達の遅れや偏りなどで子どもの養育に困難を生じている 

親本人の子ども期に、自身が親から愛されたという実感がないため、自分の子どもへの愛着形

成がうまくいかない 

親に子どもに対する不正確な理解や子どもとのコミュニケーションの歪みがある 

子どもが親への反抗的な態度をとったり、親の期待に反する行動をしたりする 

夫婦の役割のバランスが崩れたり、両親としての役割が欠如したりしている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 児童虐待防止法第１４条では、「親権を行う者は、児童のしつけに際して、監護及び教育に必

要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはならない」としています。 

しつけと虐待の区別は、親の立場や意図ではなく、子どもの立場から、子どもの安全や健全な

育成が図られているかどうかに注目することが大切です。しかし、しつけか虐待かの区別にこだ

わるあまり、事態の対応が遅れては本末転倒です。教師が虐待ではないかと思えば通報します。

行き過ぎた行為であれば、子どもへの支援が必要という視点に立って迅速な対応を行う必要があ

ります。 

「虐待の定義はあくまで子ども側の定義であり、親の意図とは無関係です。その子が嫌いだか

ら、憎いから、意図的にするから、虐待と言うのではありません。親はいくら一生懸命であって

も、その子をかわいいと思っていても、子ども側にとって有害な行為であれば虐待なのです。我々

がその行為を親の意図で判断するのではなく、子どもにとって有害かどうかで判断するように視

点を変えなければなりません。」 （小林美智子、１９９４） 

（厚生労働省「子ども虐待対応の手引き（Ｈ２５.８）」より） 

Ｑ「家庭におけるしつけと虐待はどう区別する
のですか？」 

Ｑ＆Ａ 
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２ 児童虐待対応の原則 
学校における児童虐待への対応の基本は、組織的対応です。校内の連携を強め、組織的な対応を行う

ために、以下の点について日頃から理解を深め、対応の考え方について共有しておくことが大切です。 

 

（１）子どもの安全確保の優先 

児童虐待対応においては、安全確保こそが最優先事項です。根拠のない楽観論や保護者との関係性

に配慮しすぎることで介入や保護の判断が遅れ、重大な事態に至ってしまう事例が生じていることに

十分留意します。 

 

（２）家族の構造的問題としての把握 

児童虐待が生じる家族には、保護者の性格、経済状態、就労、夫婦関係、住居環境、近隣関係、親

族との関係、医療的問題、子どもの特性など、実に多様な課題が存在します。それらが複合的、連鎖

的に作用し、構造的背景を伴って虐待に至っています。したがって、一時的な助言や注意、あるいは

経過観察のみではなかなか改善が難しいことを認識する必要があります。 

 

（３）十分な情報収集と正確なアセスメント 

虐待の状況や背景を理解するためには、情報の十分な収集が重要です。伝聞情報かそれとも直接聞

いた情報か、誰から聞いた情報か、目撃した事実かどうかなどに注意して、正確に聞き取ることが必

要です。こうして収集した情報をもとに、組織として正確なアセスメントを実施することが、的確な

判断につながります。 

 

（４）組織的な対応の重要性 

児童虐待対応を適切に行うためには、担当者一人の判断で対応することは避けます。 

通告先としての児童相談所、市町村（虐待対応担当課）のほか、学校においては当事者たる保護者

に対応する必要もあり、管理職が前面に立った組織的対応、関係教職員によるチームとしての対応と

することが大事です。 

 

（５）多機関の連携による支援 

児童虐待の予防や虐待の問題を解消するための支援は、一つの機関や職種のみでは難しいものです。

連携を効果的に行うためには、それぞれの機関が互いに持っている機能や限界を理解し合い、役割分

担をし、補い合いながらネットワークを構築していくことが必要です。 

虐待事案は、警察、医療機関など複数の関係機関と情報を共有しつつ連携して対応するため、専門

の機関による判断や対応が必要な場面が多く、また長期化するものも少なくありません。学校がそれ

らの専門機関と継続的に連携して対応するには、初期段階から管理職のリーダーシップのもと、組織

として対応することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることと、その他民法第 820

条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはなら

ない。 （児童虐待防止法第 14条第 1項関係 Ｒ2.4.1施行（予定）） 

児童福祉法等の一部改正「保護者の体罰の禁止」 
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○ネグレクトをしている保護者は、自分が世間一般的には「うまく子育てが

できていない」と感じていることが多い。保護者自身が一方的に指導され

たと受け取り、「自分は認められていない」と感じ、子どもへの虐待をエス

カレートさせることもあります。 

＜支援＞→保護者に子どもへの接し方を聞く中で、どこか「うまく機能して

いる部分」を探し当て、認めることが必要です。その上で、さら

に子どもと上手に付き合う「コツ」を一緒に探していこうという

姿勢を示し、保護者の養育態度の改善を具体的に支援します。 

学校の対応が保護者による虐待を誘発した事例 

   学校が、保護者に対し提出物の遅れや子どもの不衛生について

再三にわたり改善を促したところ、「あなたがきちんとしていない

からだ」と親が子どもを責める結果になり、身体的虐待を引き起

こしてしまった。 

事例１ 

３ 保護者との関係における不適切な対応例 
児童虐待対応をすすめようとするとき、信頼関係が築けず、保護者の対応に苦慮する場合があります。

児童虐待の対応を行うにあたっては、「２ 児童虐待対応の原則」のもと、次のような失敗がないよう

組織的な対応を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもの安全を実際に目視で確認できない期間が続いていることは、それ自

体が異常事態であり、関係機関による家庭への介入が必要であるとの認識が

必要です。 

＜支援＞→家庭訪問では、子どもの姿を確認するとともに、子どもの話を聞く

などして、保護者との関係性を確認します。 

不登校状態の子どもに対する家庭内での虐待が見過ごされた事例 

   長期化した不登校事例に際して、家庭では元気だという親の言葉を教職

員が鵜呑みにしていたところ、後日深刻なネグレクトと心理的虐待があっ

たことがわかった。 

事例２ 

 

○父親の気持ちではなく、「子どもが嫌がっている」という事実に基づいて対

応します。 

＜支援＞→父親から娘への性的虐待が、母親に与える心理的苦痛と、そこから

発生する現実否認という可能性を見逃さず、速やかに対応します。 

母親からの言葉によって、父親による虐待が見過ごされた事例 

   学校は父親からの身体的接触を嫌がる子どもの訴えを度々受けていな

がら、「夫は子どもが好きなので」という母親の言葉に納得し、性的虐待

を見過ごした。 

事例３ 

対応ポイント 

対応ポイント 

対応ポイント 
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【５】学校の役割及び校内体制の構築 
 学校における児童虐待対応の基本は、組織的な対応です。教職員は虐待と疑われる事案を発見・見聞

きした場合は、一人で抱え込まず、直ちに管理職に相談・報告し、組織的な対応につなげていくことが

重要です。そしてただちに校内虐待対応会議を開催し、情報共有及び支援の方向性を決定、共通理解を

図ります。 

管理職は、教職員から虐待を疑う情報が寄せられた場合は、積極的にそれを受け止めるとともに、専

門的な判断や対応が必要な場合があることから、疑わしい場合には通告の義務があることを十分に認識

し、その後の対応を進めていきます。 

 

１ 学校・教職員の役割・責務 

 学校、教職員においては、虐待の早期発見・早期対応に努めるとともに、市町村（虐待対応担当課）

や児童相談所へ通告や情報提供を速やかに行うことが求められます。 

 児童虐待防止法によって学校や教職員に求められる役割は、以下の①～④の４点ですが、虐待の有無

の調査・確認、その解決に向けた対応方針の検討、保護者への指導・相談・支援を行う主体は、児童相

談所や市町村（虐待対応担当課）になります。児童相談所等が行うこれらの対応の中で、学校等に対し、

協力を求められることもあります。その際は、組織的に検討を行い、学校等としてできることについて

協力することに努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このほか、児童虐待防止法第１３条の４により、児童相談所や市町村（虐待対応担当課）から虐待に

係る子ども又は保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められた場合、学校は情報提供

することとされています。 

 

 

２ 児童虐待対応の校内組織（校内虐待対応会議）の開催 
 虐待事案は、警察、医療機関など複数の関係機関と情報を共有しつつ連携して対応することや、専門

の機関による判断や対応が必要な場合が多く、また長期化するものも少なくありません。学校がそれら

の専門機関と継続的に連携して対応するには、初期段階から管理職のリーダーシップのもと、組織とし

て対応することが重要であり、その中心になるのが校内組織となります。緊急的に組織するものとなり

ますが、既存の組織を活用するなどし、学校組織体制で進めます。 

 メンバーの例として、管理職、養護教諭、学級担任、学年主任、生徒指導主事（主任）、教育相談コ

ーディネーター、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等が考えられます。 

 

なお、関係機関との連携については、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーを十分に活用

します。 

 

＜児童虐待防止法＞ 

①虐待の早期発見に努めること（努力義務）【法第５条１項】 

②虐待を受けたと思われる子どもについて、市町村（虐待対応担当課）や児童相談所へ通告する

こと（通告義務）【法第６条１項】 

③虐待の予防・防止や虐待を受けた子どもの保護・自立支援に関し、関係機関への協力を行うこ

と（協力義務）【法第５条２項】 

④虐待防止のための子ども等への教育に努めること（努力義務）【法第５条３項】 

学校・教職員が行うこと 
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スクールソーシャルワーカー 
【通常時】 
 ・校内体制構築への協力・助言 

【通告時、通告後】 

 ・関係機関との連携 

 ・保護者対応に関する調整 

学級担任 
【通常時】 

  ・日常的な子ども、保護者の観察・把握 

  ・相談窓口の案内、周知 

【通告時、通告後】 

  ・管理職への虐待「疑い」の報告 

・対応状況の記録の保存 

  ・当該児童生徒及び同学級他児童生徒の 

安定を図る働きかけ 

スクールカウンセラー 
【通常時】 

 ・教育相談の実施 

 ・カウンセリングでの虐待発見 

 ・校内体制整備への助言 

【通告時、通告後】 

 ・児童生徒の心のケア 

  ・カウンセリング 

学校医・学校歯科医 
【通常時】 

 ・健康診断等における早期発見、早期対応 

 ・専門的な立場からの指導助言 

【通告時、通告後】 

 ・学校、関係機関との連携 

学校事務 
【通常時】 

  ・家庭の経済的状況等の把握 

教育相談コーディネーター 
【通常時】 

・スクリーニング会議等での早期発見 

・スクールカウンセラーやスクールソー 

シャルワーカーとの連携 

【通告時、通告後】 

・校内組織体制と継続的な支援体制の 

 コーディネート 

・関係機関との連携（定期的な情報共有） 

生徒指導主事（主任） 
【通常時】 

 ・虐待に関する校内研修等の実施 

 ・学級担任等からの情報の収集・集約 

【通告時、通告後】 

 ・関係機関との連携（特に警察） 

養護教諭 
【通常時】 

 ・健康相談、健康診断、救急処置等にお 

   ける早期発見 

・児童生徒の経年的な成長・発達の観察 

【通告時、通告後】 

  ・関係機関との連携（定期的な情報共有） 

  ・児童生徒の心のケア 

管理職 

【通常時】 

 ・虐待対応の明確な役割分担と校務分掌の整備（関係機関への連絡役、校内の情報の収集・集約担当など） 

 ・自ら研修の受講、全教職員を対象とした校内研修等の実施 

 ・関係機関との連携の強化 

【通告時、通告後】 

 ・当該児童生徒、保護者、関係機関、他児童生徒等の対応に係る方針の統一 

 ・虐待の相談、通告関係機関との連携 

 ・要保護児童対策地域協議会への参画及び情報提供 

３ 児童虐待への対応における教職員の主な役割（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ 

ー 

ム 

と 

し 

て 

の 

対 

応 

※事案発生に備えて、関係機関に連絡する窓口（管理職が望ましい）や校内における情報を収集・集約する 

 担当を決めておくこと。 

教育委員会等 市町村（虐待対応担当課） 児童相談所 
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４ 市町村等への通告 
校内組織（校内虐待対応会議）での協議・判断により、市町村または児童相談所への通告を行います。

（「第２章【３】通告とは」（Ｐ.２７）参照） 

 

５ 教育委員会への連絡 
通告後は、速やかに設置者である教育委員会に、以下の①～③を連絡します。 

①通告の事実   ②通告内容   ③通告先からの連絡事項等 

その際、「虐待通告シート」（Ｐ.６０）の写しを活用してください。 

対応に当たって、基本的に児童相談所は学校に直接連絡をとるため、学校は関係機関とのその後のや

り取りについても教育委員会等に報告しておくことが重要です。保護者から学校でなく教育委員会等設

置者にも問い合わせや相談が入ることもあります。 

 

６ 要保護児童等の定期的な情報提供 

「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提

供について」（Ｈ31.2 文部科学省初等中等教育局長等通知）には、定期的な情報提供の対象となる児

童、情報提供の頻度・内容、依頼の手続き等の事項について、児童虐待防止法第１３条の４の規定に基

づく基本的な考え方が示してあります。 

以下のような対応・報告が必要となってくることから、校長等の管理職は、担任や養護教諭、スクー

ルソーシャルワーカーなどとともに要保護児童の情報を整理・共有しておくことが必要です。 

 

（１）定期的な情報提供の対象となる児童生徒 

①市町村が情報提供を求める場合 

要保護児童対策地域協議会において、虐待ケースとして進行管理台帳（注１）に登録されている 

児童生徒 

②児童相談所が情報提供を求める場合 

児童相談所が管理している虐待ケースで、要保護児童対策地域協議会の対象となっておらず、必 

要と考える児童生徒 

 

（２）定期的な情報提供の頻度・内容 

①定期的な情報提供の頻度  おおむね１か月に１回を標準とする。 

②定期的な情報提供の内容 

 対象期間中の出欠状況、（欠席した場合の）家庭からの連絡の有無、欠席の理由 

 

（３）定期的な情報提供の依頼の手続 

市町村または児童相談所は、在籍する学校等に対して、対象となる児童生徒等の氏名、上記（２）

②に定める定期的な情報提供の内容、提供を希望する期間等を記載した書面を送付する。 

 

 

 

 

 

（注１）「進行管理台帳」・・・市町村内における虐待ケース等に関して、子ども及び保護者に関する情報やその状況の変

化等を記載し、要保護児童対策地域協議会において絶えずケースの進行管理を進めるための台帳であり、協議会の

中核機関である調整機関において作成するもの 
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（４）機関間での合意 

定期的な情報提供の依頼を行う場合は、この仕組みが円滑に活用されるよう市町村等と学校等と

の間で協定を締結するなど、事前に機関の間で情報提供の仕組みについて合意した上で、個別の児

童生徒等の情報提供の依頼をすることが望ましいです。 

 

（５）定期的な情報提供の方法等 

  ①情報提供の方法 

   学校等は、市町村等から依頼を受けた場合、依頼があった期間内において、定期的な情報提供を 

書面にて行う。 

②教育委員会等設置者への報告等 

   学校が市町村等へ定期的な情報提供を行った場合は、併せて教育委員会等設置者に対してもその 

写しを送付する。また、市町村等への定期的な情報提供を行うに際しては、地域の実情に応じて教 

育委員会等設置者を経由することも可能である。 

 

（６）変化等を把握した場合の報告・緊急時の対応 

   定期的な情報提供の期日より前であっても、以下のような新たな虐待の兆候や状況の変化等を把

握した場合は、定期的な情報提供の期日を待つことなく、適宜適切に市町村（虐待対応担当課）や

児童相談所に情報提供又は通告をすることが必要です。 

・不自然な外傷がある 

・理由不明又は連絡のない欠席が続く 

・対象の児童生徒から虐待に関する証言が得られた 

・帰宅を嫌がる 

・家庭環境の変化があった  など 

 

（７）休業日を除き連続７日以上欠席した場合の速やかな報告 

（１）の対象児童生徒で、学校を欠席する旨やその理由について、保護者等から説明を受けてい

る場合であっても、その理由の如何にかかわらず、休業日を除き連続７日以上欠席した場合（不登

校等による欠席であって学校等が定期的な家庭訪問等により本人に面会ができ、状況の把握を行っ

ている場合や、入院による欠席であって学校・保育所等が医療機関等からの情報等により状況の把

握を行っている場合を除く。）には、定期的な情報提供の期日を待つことなく、速やかに市町村（虐

待対応担当課）や児童相談所に情報提供することが必要です。 

  

７ 児童虐待防止に係る研修の実施 

 教職員等が児童虐待の事案に適切に対応するためには、虐待を発見するポイントや発見後の対応の

仕方等についての理解を一層促進するため、児童虐待防止に係る教職員研修の充実が必要です。 

そのために学校外の研修の機会を活用するとともに、児童相談所の職員を講師に招いたり、児童虐

待に関する具体的な事例を想定した研修を行ったりするなどして、実践的な研修に取り組むようにし 

ます。（「第４章【１】教職員研修の資料」（Ｐ.４７）参照） 

 

 

 

 

 

 

 

校内虐待対応会議および関係機関との協議の中で、「見守り」を対応及び役割分担として決め

る場合には、具体的に何を見守り、どのように対応するのかを明確にしないと、結果的に何も

しない「放置」になってしまいます。「見守り」を何もしないことの言い訳にしている状況もあ

り、注意が必要です。 

ワンポイントアドバイス 『見守り』と『放置』 
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第２章 対応の実際（発見～通告まで） 
 

【１】早期発見の取組 
虐待を早期に発見する観点として、虐待はどこにでも起こり得るという認識に立ち、子どもや保護者、

状況をめぐる「何かいつもと違う」「どこか不自然だ」という異変や違和感を見逃さないことが重要で

す。 

虐待を受けた子どもが、自分から虐待を受けたことを訴えるのは稀です。虐待を受けていても、子ど

もにとって親はかけがえのない存在であるため、事実を否認し、親をかばったり自分のせいだと思った

りして、虐待を受けている認識を持たないでいる子も少なくありません。 

 しかし、虐待を受けている子どもは、何らかのＳＯＳのサインを出していることが多いため、普段か

ら子どもと接する機会の多い教職員は、「虐待を疑う視点をもつ」ことが重要で、「いつもと違う」「何

か変だ」と感じたときに、「もしかしたら虐待ではないか」とまず疑ってみることから、虐待の発見は

始まるのです。 

 

１ 学校及び教職員の早期発見義務と重要性 
 学校や教職員は、児童生徒に対して網羅的に目配りができ、その日常的な変化に敏感に反応して虐待

を発見しやすく、さらに子ども・保護者との信頼関係を生かした援助を提供しやすい状況にあることな

どから、法律により早期発見義務が課されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校での健康診断においては、身体測定、内科検診や歯科検診を始めとする各種の検査等が行われる

こと、水泳指導の際は、身体的虐待やネグレクトを早期に発見しやすい機会であることに留意します。 

 

 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等による相談や、定期的に行われるアンケート

などで子どもから何かしらの訴えがある場合もあります。 

 また、民生・児童委員は地域とのつながりが深く、職務上児童虐待の情報が得やすい立場にあります。

学校は日頃より民生・児童委員との連携を取っておくことが有効です。 

 

これらの日常的な取組や観察、健康診断、家庭訪問などを通して虐待の兆候等を把握するために、「児

童虐待の早期発見のためのチェックシート」（Ｐ.５９参照）等を活用してください。 

 また虐待を早期発見し、早期対応していくために、学校関係者は研修の機会を持つことが大事です。

（「第４章【１】教職員研修の資料」（Ｐ.４７）参照） 

 

 

 

 

 

児童虐待の早期発見の努力義務 

児童虐待防止法第５条（児童虐待の早期発見等） 

 

 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童

福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児童の福祉に職務上

関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努め

なければならない。 
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２ 身体的虐待と不慮の事故による外傷の特徴 
 基本的には、不慮の事故による外傷は骨張っているところ、例えば、額、鼻、顎、肘、膝など皮膚の

直下に骨があって脂肪組織が少ない場所に生じやすいのに対して、児童虐待による外傷は臀部や太もも

内側など脂肪組織が豊富で柔らかいところ、首やわきの下などの引っ込んでいるところ、外陰部などの

隠れているところに起きやすいことが特徴と言えます。また、本人や保護者の受傷原因についての説明

と矛盾する外傷は、身体的虐待を疑う必要があります。 

 虐待による外傷の具体的実例については、公益社団法人日本小児保健協会作成の「子どもに関わる多

職種のための子どもの虐待初期対応ガイド～子どもの虐待を見逃さないために～」も参考にしてくださ

い。  （公益社団法人日本小児保健協会ＨＰ https://www.jschild.or.jp/archives/815/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 長期間、面会ができない児童生徒への対応 
学校等の長期間にわたる欠席は、虐待のリスク情報として重要です。不登校や病気等のため学校等を

長期間欠席しており、面会ができなかった児童生徒については虐待のリスクとしてとらえ、子どもの状

況の把握を行うようにするとともに、その状況によっては児童相談所や市町村（虐待対応担当課）に通

告・情報提供してください。 

 

４ スクリーニング会議を活用した早期発見 
「スクリーニング」とは、気になる（支援等が必要な）児童生徒を早期から組織として把握すること

であり、スクリーニングを行うための少人数での会議のことを「スクリーニング会議」と呼びます。学

校内における児童生徒の姿や行動等には、児童生徒を理解する手掛かりが豊富です。その姿や行動等を

もとに、早期の発見をチームとして行い、早期支援やケース会議につなげていくための会議です。     

  （アセスメントとプランニングに基づいた子ども支援「ケース会議マニュアル」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全児童生徒を対象にスクリーニングを行います。 

○スクリーニングシートを準備しておくと有効です。 

  ＊スクリーニングシートとは、「欠席日数」「遅刻回数」「う歯数」「保健室来室回数」「諸

費用支払いの遅れ」等、気になる児童生徒を把握する上で必要となる項目を事前に選

定しシートにしたもので、各学校の実態に応じて項目を決定し作成します。 

  ＊虐待につながる項目を必ず入れ、教職員はそのことを理解しておきます。 

○支援を必要とする児童生徒を早期に発見するため、定期的に行うことが必要です。 

○メンバーは学校の実態に応じて決定しますが、教育相談コーディネーターを中心に、養護

教諭、特別支援教育主任、生徒指導主事（主任）、スクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカーなどが参加すると効果的です。 

 

ワンポイントアドバイス 『スクリーニング会議』 

者の体罰の禁止」 

https://www.jschild.or.jp/archives/815/
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５ 児童虐待を疑うための３つの「異変・違和感」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□不自然な傷、あざ 

□不自然な説明 

・コロコロ変わる説明 

・あり得ない説明 

・理由の不明確な遅刻や欠席 

□不自然な表情 

・おびえる表情、表情が乏しい 

□不自然な行動・関係 

・保健室への頻繁な出入り 

・一緒に着替えない 

・乱暴な言葉遣い 

・大人への反抗的な態度 

・大人の顔色を伺う態度 

・集中困難な様子 

・他者へのいじめ 

・生き物への残酷な行為 

・触る、近づくことをひどく嫌う 

・極端に無口 

・過度なスキンシップ 

・家に帰りたがらない 

・持続的な疲労感・無気力 

・異常な食行動 

□不自然な説明 

・子どもの家での様子を具体的に語らない 

□不自然な表情 

・硬い表情 

・イライラしている表情 

・余裕がないように見える 

□不自然な行動・関係 

・感情や態度が変化しやすい 

・話しかけてものってこない 

・家庭訪問を嫌がる 

・懇談のキャンセルが多い、来ない 

・子どもへの近づき方、距離感が不自然 

・人前で子どもを厳しく叱る、叩く 

・子どもに能力以上のことを要求する 

・連絡が取りにくい 

・「キレた」ような抗議をしてくる 

虐
待
発
見
の
入
り
口
は

『
何
か
変
』
と
気
づ
く
教
職
員
の
感
覚
で
す 

□説明できない不自然なケガが多かったり、ケガを繰り返したりする 

□体育や身体測定のときによく欠席する 

□低身長や低体重であったり、体重減少が見られたりする 

□親の前での態度や表情が不自然で、親がいなくなると急に表情が晴れやかになる 

□子どもの具合が悪くなったことなどで保護者に連絡しても、保護者が緊急性を感

じていない様子がある 

□その家庭に対する近隣からの苦情や悪い噂が多い 

子どもの異変・違和感 保護者の異変・違和感 

全般的な異変・違和感 
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【２】初期対応の取組 

１ 初期対応のポイント 

（１）緊急性の判断 

  緊急性の高い場合は、直ちに児童相談所に通告し、子どもの安全確保を優先します。 

  虐待はエスカレートするものだということを念頭に、どんな場合が危険か、緊急性が高いか、教職

員が判断の目を持って対応することが重要です。 

児童相談所とは違い、学校による情報収集には限界があります。時間が経過して事態が悪化するこ

とがないよう、迷いや疑義がある場合は市町村（虐待対応担当課）に通告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）一人で抱え込まない 

  児童虐待は、問題の複雑さゆえに、一人の力や一つの機関では解決できないことが多いものです。

また一人で抱え込むことによって、介入のタイミングを誤り、対応が遅れてしまったり、問題をさら

に複雑・深刻化させてしまったりすることもあります。 

  虐待対応は、「疑い」の気持ちを誰かに相談し、問題を表面化することから始まります。虐待を疑

ったら、まずは担当教職員や管理職に相談し、組織での対応、校内連携を行うことが重要です。 

 

（３）管理職の対応の重要性 

  虐待の相談を受けた管理職は、気付いた教職員の気持ちを真摯に受け止めて対応しなければなりま

せん。話を聞いただけで虐待の疑いを否定し、調査を行わないことのないようにしてください。 

  教職員の一人が虐待を疑った場合には、出席状況や健康診断の記録、他の職員が子どもをどのよう

に見ているのかなどについて情報を集約するとともに、管理職が先頭に立ち、子どもの安全を守る体

制をつくることが必要です。 

 

（４）組織対応の重要性 

  児童虐待は、その発生要因が複雑であること、子ども・保護者双方への支援が必要であること、複

数の関係機関との連携が必要であることなどから、学校においては、組織として体制づくりが必要で

す。 

  教職員一人一人の意見や、子どもや家庭に関する重要な情報が、管理職に届くようなシステムをつ

くり、組織としての判断、対応ができることが虐待対応には重要です。 

 

 

 

 

＜緊急性の高い場合の例＞ 

□子ども自身や保護者が保護を求め、訴える内容が切迫しているとき 

□子どもに重大な結果が生じているとき（栄養失調、衰弱、医療放棄等） 

□生命の危険につながる身体症状（頭部や顔面、腹部へのあざや傷）があるとき 

□慢性的にあざややけど（たばこや熱湯など）が見られるとき 

□子どもにとって必要な医療措置をとらないとき（必要な薬を与えない、高熱を放置） 

□家出や徘徊が繰り返され、保護者の協力がないとき 

□確認には至らないものの、性的虐待が強く疑われるとき 

□不登校で、家庭訪問でも子どもに会えない、子どもの状態がわからないとき 
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（５）正確な記録の重要性 

児童虐待の通告を受けた市町村等は、虐待の有無について正確な記録等から判断します。また、こ

の記録はその後のアセスメント、援助や法的対応にとって重要な資料となります。 

 

＜記録の留意点＞ 

①具体的なことがわかるように、時系列で（事実の発見や発生を日時順に）記録する。 

②虐待を疑った根拠や、その時点からの経過を伝聞情報と直接確認できた情報を明確に区分し、記録

する。 

③役割分担をしながら、あざやケガの形状を詳細にスケッチや写真で記録したり、受診した医療機関

の情報をまとめたりする。 

④虐待を疑った子どもの発言をそのまま記録し、その際の表情、態度なども記す。 

⑤保護者からの電話や面談の日時や内容、様子を経過に従って具体的に記録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理の心構え『さしすせそ』 

さ：最悪を想定し 

し：慎重に 

す：素早く 

せ：誠意をもって 

そ：組織で対応 

ワンポイントアドバイス 『記憶より記録』 

（記録内容の例） 

日 時 Ａ 男 担 任 養護教諭 学校長 

○月○日 ○時〇分 登校 不自然な外傷を
発見、保健室へ 

  

〇時〇分  事情を聞く 養護教諭が診
る 

 

〇時〇分    担任から連絡を受
ける 

 〇時〇分  情報収集  関係教職員による
委員会の招集・協
議 

       〇時〇分    市町村の担当課へ
の通告 

 

時系列で事実を客観的に記入しましょう。 

伝聞情報と直接確認できた情報を明確に区分しましょう。 
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２ 子どもや保護者から聴き取りをする場合のポイント 
虐待が疑われる場合は、通告前から通告後、その後の対応も含めてチームでの対応が基本となります

が、通告するかどうかの判断、通告をする前に子どもや保護者から一定の聴き取りを行うか、どのよう

に行うかなどについても関係職員で協議することが望ましいです。 

外傷（打撲傷、あざ（内出血）、骨折、刺傷、やけどなど様々）がある場合、担任や養護教諭などに

よって子どもから聴き取りを行うことも考えられます。その際は誘導にならないよう、「どんなふうに、

けがをしたの？」等と、オープンクエッション形式(※)で尋ねることが適切です。 

ただし、子どもは自分の置かれている状況が客観視できず「虐待されている」とは認識していないこ

と、心身の安全・安心が確保されておらず虐待を受ける可能性がある状況では「虐待されている」とは

言い出せないこと、どんなにつらくても自分から保護者を悪く言うことができないでいること、保護者

から見捨てられる不安を持っていること、一度虐待を受けていることを認めても後に撤回することなど

があり、児童生徒の言葉だけで判断しないよう留意する必要があります。 

また、障がいのある子どもについては、障がいの特性から、より自分の置かれている状況が理解でき

ない場合があるため、周囲がより積極的に介入する必要があります。 

なお、聴き出した発言そのものやその際の表情・態度をそのまま記録しておくと、その後の専門機関

との連携が円滑に進む場合が多いです。 

（文部科学省「養護教諭のための児童虐待対応の手引」（平成１９年１０月）） 

※オープンクエッション・・・「はい」「いいえ」などで答えられない、回答者が自由に考えて答えられ

る質問 

 

（１）子どもからの聴き取り対応のポイント 

①聴き取りの前に、原則として、あらかじめ関係者で十分な検討をしておく。 

②子どもがリラックスできる、静かで落ち着いた場所で行う。 

③聴き取った内容は、できる限り正確な記録を残す。 

④無理な聴き取りをせず、尋問口調にならないようにする。 

⑤子どもの言葉に共感し、受容的に受け止める。 

⑥子どもが安心できる話し方、質問方法を心がける。 

⑦「はい／いいえ」で答えられる質問の連続は誘導になるので、できるだけ子ども自身の言葉で話

すことができるようにする。 

⑧聴き取りの回数は、最小限にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保護者からの聴き取り対応のポイント 

  ①児童生徒の負った外傷（打撲傷、あざ（内出血）、骨折、刺傷、やけどなど様々）の原因が不明 

   確なため保護者に確認する場合は、「お子さんは○○と言っていました」と保護者に伝えること 

は避ける。 

  ②外傷の原因について、保護者の説明が実態と矛盾する、二転三転する、子どもの説明と異なるな 

   どの場合は虐待が疑われるため通告する。 

  ③虐待の疑いに気づいても、保護者を責めるような発言は避ける。 

  ④性的虐待が疑われる場合は、聴き取りは行わない。（詳細はＰ.３９参照） 

 

○虐待に関する本人からの詳しい聴き取りは市町村（虐待対応担当課）や児童相談所職員な

ど専門の部署が対応したほうが望ましく、学校関係者はあまり踏み込んだ聴取や度重なる

質問はしないほうがよいと考えられます。 

○虐待を受けた子どもから聴き取ることが、子どもにとってマイナスになるのではないかと

の配慮は誤りです。適切な方法による聴き取りは、子どもを支え、保護につながります。 

ワンポイントアドバイス 『本人からの聴き取りの注意点』 
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虐待の気づき・早期発見 
 ・日常の観察による子ども、保護者、家庭状況の把握 

 ・健康診断、水泳指導、教育相談、アンケート等 

   ⇒ 子ども・保護者・状況について異変・違和感 

   ⇒ チェックリストの活用（該当箇所が複数） 

 ・本人（子ども、保護者）からの訴え 

 ・前在籍校からの情報 

 ・学校医や学校歯科医からの情報 

 ・他の保護者からの情報 

 ・放課後児童クラブや放課後子ども教室等からの情報 

３ 学校における児童虐待の初期対応の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６】通告について 

○情報（虐待を疑った経緯や緊急性、複数教職員からの情報等）を共有し、現状分析をする。 

※虐待の「確証」を探すための協議を重ねる必要はない。 

○市町村（虐待対応担当課）や児童相談所への通告や情報提供を行う。 

○対応及び支援に向けた役割分担（通告窓口の管理職、校内体制のコーディネーター、児童

生徒や保護者への対応のキーパーソン等）を行う。 

○子ども・家庭への対応方針の決定と共通理解を行う。 

○関係機関との連絡調整を行う。 

ワンポイントアドバイス 『校内虐待対応会議の役割』 

直ちに管理職へ報告・相談 
チームとしての対応、早期対応 

（情報収集・共有、対応検討） 

学校における虐待対応の流れ ～通告まで～ 

発生予防等の取組 
 ・子どもや保護者への相談窓口の周知、相談対応 
 ・児童虐待未然防止のための教育、啓発活動 
 ・研修の実施、充実 

校内虐待対応会議での協議 

（通告の判断・組織対応） 
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【３】通告とは 

１ 通告のとらえ方 

 保護者との関係悪化等を懸念しすぎることで、重大な事態に至ってしまった事例があることに十分留

意すべきです。 

 したがって、虐待の有無を判断するのは児童相談所等であることを踏まえ、学校は虐待の確証がない

ことや保護者との関係悪化等を懸念して通告をためらってはならず、早期対応の観点から市町村（虐待

対応担当課）や児童相談所に通告することが重要です。 

 なお、児童虐待防止法の趣旨に基づく通告であれば、それが結果として誤りであったとしても、刑事

上、民事上の責任を問われることは基本的に想定されません。 

 

（１）法的根拠 

 

 

通告の義務 
【児童虐待防止法 第６条１項】 

□虐待を受けたと思われる児童を発見した

者は、速やかに通告しなければならない。 

守秘義務の解除 
【児童虐待防止法 第６条３項】 

□守秘義務に関する法律の規定は、児童虐

待防止法第６条１項の規定による通告す

る義務の遵守を妨げるものではない。 

通告者の情報非提供 
【児童虐待防止法 第７条】 

□通告を受けた機関は、通告した者が特定

される情報を漏らしてはならない。 

 

（２）通告へのためらい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童虐待の通告義務 

※教職員はこうした条文を理解し、適切に対応すること

が必要です。 

児童虐待の 

通告は 

義務です 

通告の義務は 
守秘義務に 
優先します 

 

○疑いを大切に 

 ・疑いをもつことが虐待発見の第一歩 

 ・虐待の判断は通告を受けた機関が行う 

○確証を求めない 

 ・確証がなくても早期に対応することで、結

果として子どもを守ることになる 

○一人で抱え込まない 

 ・校内で相談して判断する 

 

○他人任せにしない 

・通告後の子どもや保護者との関わりが大切 

・サインを受け取ってくれた人こそが、子ど

もにとっての「命の綱」 

・専門機関と連携を図りながら、子どもを守

る努力を続ける 

 

○通告者は特定されない  

 ・通告者について関係機関の職員等が保護者

に漏らすことはない 

○最優先すべきは子どもの安全と健全な成長 

 ・児童の身体と心に大きな傷跡を残さない 

○保護者も悩んでいる 

 ・保護者の良き相談相手となる 

 

○虐待は親子関係の不健全性 

 ・虐待は保護者と児童の利害対立ではない 

 ・通告後のよりきめ細かい観察と支援によ

り、親子関係の改善をめざす 

○通告はすべての人を救う 

 ・通告は保護者と子どもの双方を救う行為 

「確証」がないことへの不安 通告の実効性への不安 

保護者との関係悪化への不安 子どもへの被害増大への不安 

 
通告への 
ためらい 

管理職の判断が重要 
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（３）通告の捉え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）学校が通告を判断するにあたってのポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 通告先 

虐待の疑いがあると感じた教職員は、管理職に相談（報告）し、その後校内組織で協議の上、管理職

が関係機関に通告をします。 

学校として通告すべきと判断した場合、通告は、 

 

 

 

 

 

 

 

のいずれかに対して行います。 

 

 

次頁の①～④以外の緊急性が低いと思われる場合は、市町村（虐待対応担当課）に通告します。 

緊急性が高い場合や市町村の担当が不在の場合や夜間休日に通告する場合は、児童相談所に連絡して

ください。 

 なお、現在、市町村（虐待対応担当課）や児童相談所が関わっている継続的なケースについて、新た 

な案件が生じて通告する場合は、主担当の機関に連絡することになります。 

 

 

□子どもの権利擁護の視点から、常に子どもの安全と福祉を優先しましょう。 

□「子ども本人が言い出しにくい」からこそ大人の責任において通告しましょう。 

□通告することを責任転嫁などとマイナスイメージでとらえるのではなく、事態を前進させるた

めの有効な手段だと理解しましょう。 

□虐待かどうか判断するのは、市町村（虐待対応担当課）や児童相談所です。迷うからこそ、こ

うした関係機関に相談するのだと前向きにとらえましょう。 

□通告は、安心して暮らせていない子どもや保護者に対する関係機関と連携した支援の始まりで

す。そして、通告を契機に親子関係の再構築や学校等と保護者との新たな関係づくりへと発展

させていきましょう。 

「通告により子どもと保護者の双方を救う」という認識で通告することが必要 

①確証がなくても通告すること 

（誤りであったとしても責任は問われない） 

②虐待の有無を判断するのは児童相談所等の専門機関であること 

③保護者との関係よりも子どもの安全を優先すること 

④通告は守秘義務違反にあたらないこと 

市町村（虐待対応担当課） 

児童相談所 
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校内虐待対応会議 

児童家庭相談の第一義的窓口

として、家庭内の様々な相談に

乗っています。児童虐待に関す

る関係機関の連携において中心

的役割を果たします。 

市町村虐待対応担当窓口 

児童福祉法により設置されて

いる機関で、１８歳未満の児童に

関するあらゆる相談を受けてい

ます。児童福祉司、児童心理司等

が配置されています。児童虐待の

中心的な役割を担う通告受理機

関となっており、法律により立入

調査、一時保護、親子分離の役割

が与えられています。 

児童相談所 

通告 

虐待の発見・疑い 
※通告は、まず口頭で、その後、

ケースによっては書面での報告

を行います。 

虐待があると「思われる」とき

は、速やかに対応しましょう。 

児童相談所へ連絡 市町村へ連絡 
（虐待対応担当課） 

※通告と同時に、 
教育委員会にも連絡します。 

・緊急を要する場合 (下部を参照) 

・市町村と連絡が取れない場合（夜間等） 

通告 

【緊急を要する場合】 

①明らかな外傷（打撲傷、あざ（内出血）、骨折、刺傷、やけどなど）があり、身体的

虐待が疑われる場合 ※Ｐ.２１参照 

②生命、身体の安全に関わるネグレクト（栄養失調、医療放棄など）があると疑われ

る場合  

③性的虐待が疑われる場合 ※Ｐ.３９参照 

④子どもが帰りたくないと言った場合（子ども自身が保護・救済を求めている場合） 

（メンバー例）管理職、養護教諭、学級担任、

学年主任、スクールソーシャルワーカー、ス

クールカウンセラー等 

通告までの流れ 
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３ 通告の仕方・内容 
 通告する際は、まずは口頭（電話）で構いませんので、右下のような情報を伝えるようにしてくださ

い。正確に伝えたいときは次の様式（Ｐ.６０）を活用してください。 

また、学校として通告先（対応者名を含む）や伝達した内容、通告先から言われたことなどを記録し

ておくと、その後の児童相談所等による安全確認等の際、円滑に協力することができます。 

通告後、速やかに教育委員会等の設置者にも通告したことや通告内容、通告先からの連絡事項等を連

絡する必要があります。その際にも、この写しを活用するとよいでしょう。 

 

 

 

　様式○

記録日

ふりがな

氏名

生年月日

住所

ふりがな ふりがな

氏名 氏名

職業 職業

続柄 続柄

年齢 年齢

電話 電話

住所

※幼稚園は本様式を適宜修正してお使いください。

※必要に応じて自由様式で情報を追記するなどして適宜活用してください。（不明な箇所は空欄でも構いません）

※本様式をもって児童相談所や市町村への通告、教育委員会や警察への連絡に活用することも考えられます。

立　 　　　　　学校

虐待と思われる事案の記録（例）

学校での
様子

子ども

　　　 令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日　  　歳　　男・女

通告先（児童
相談所か市町
村）

その他の通報
先（警察、教
育委員会等）

・通告日、通告先、担当者

・指示助言内容など

・通報日、通報先、担当者

・指導助言内容など

家庭の状況

・きょうだいの状況（学校、学年組、年齢　等）

・同居家族の状況

虐待と思われ
る内容

・誰から、いつから、頻度、どのような

・外傷等の状況

　※必要に応じて外傷についてのスケッチを記載

・本人の説明

就業状況

　　　　　　立　　　　　　　　　学校　　　　　 年　　 　組

（出席状況）　　　良好　・　欠席がち　・　不登校状態

  具体的に→

保護者

【通告内容】 

○子ども・保護者の氏

名、年齢等 

 

○家庭の状況（家族関

係、兄弟姉妹や同居

する家族について

の情報） 

 

○外傷や症状（誰か

ら、いつから、頻度、

どのような）、外

傷・症状に関する本

人の説明 

 

○出席状況（欠席の頻

度やその期間、遅

刻・早退の状況な

ど） 

 

○日常的な学校での

様子（友人関係、休

憩時間の様子、身だ

しなみ、提出物・忘

れ物の状況、その他

不自然な点など） 
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第３章 対応の実際（通告後の対応、様々な対応） 
 

【１】通告後の流れ・様々な対応 
 通告を受けた後、児童相談所や市町村（虐待対応担当課）は安全確認や調査を行います。継続して経

過を見る必要があるケースについては、児童相談所等が保護者への援助方針を立て、それに基づき、電

話や面接、訪問等を通じて保護者に指導助言、カウンセリング等を行うことになります。その過程の中

で、児童生徒が在宅のままでは安全・安心が確保されない場合は、児童相談所が「一時保護」「施設入

所」などの措置をとります。 

 これら通告後の流れは次頁のようになりますが、一連の流れの中で児童相談所や市町村（虐待対応担

当課）から学校への個別の協力要請が入ることもあります。 

 

１ 児童相談所等の「安全確認」や「情報収集」時の協力 

 通告を受けると、市町村（虐待対応担当課）や児童相談所は、緊急受理会議を開いて、子どもの安全

確認（目視）の方法・時期や緊急性の判断、初期調査の項目、当面の対応方針などを決めます。 

 子どもの安全確認については、児童相談所等は通告から４８時間以内に行わなければなりませんが、

鳥取県の場合はさらに速やかな動きとして２４時間以内としています。 

 特に、重大な事案で速やかに子どもの保護が必要な場合は、児童相談所は通告から数時間で安全確認

を含む一時保護の手続きをとるようにしています。 

児童相談所等が行う安全確認は、職員が学校で子どもの様子などを確認することになります。その際、

教職員も児童相談所等の職員からの聴き取りに対し、できるだけ詳しく状況を伝えるなど、学校として

も協力することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 市町村（虐待対応担当課）および児童相談所の初期対応の流れ 

 ア 緊急受理会議 

○ 担当者を決定する。 
○ 子どもの安全確認の実施時期と方法を検討する。 
○ 子どもと保護者、家族等の情報についての調査の必要性と方法を検討する。 
 

 イ 調 査 

○ 安全確認を実施し、緊急性が高いと判断した場合 
→児童相談所への送致を検討する。（市町村（虐待対応担当課）） 
→一時保護を検討する。（児童相談所） 

○ 安全確認を実施し、家族や親族、信頼のおける機関の対応によって明確な安全が保たれ
ている、もしくは緊急性が高くないと判断した場合 
→在宅での支援を検討する。（市町村（虐待対応担当課）、児童相談所） 

○ 調査は、市町村（虐待対応担当課）や児童相談所が作成している「虐待通告受付票」に
設定されている項目について、通告者から聴き取った情報を補完する形で行われる。 

   ○ 調査は、緊急性の高さの判断と今後の支援のためのアセスメントができるように客観的
な情報の収集が行われる。 

 

 ウ 受理会議 

○ 通告から緊急受理会議、調査（安全確認を含む）を経て開催される。 
   ○ 迅速な対応を行うために、調査終了後、速やかに当面の支援方針を決定する。 
   ○ 子どもの暮らしの安定に向けた当面の支援方針を決定する。 
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通告後の流れ 

調査継続 

（関係機関との情報交換、 

連絡調整） 

 
必
要
な
幼
児
児
童
生
徒
に
つ
い
て 

・
一
か
月
に
一
度
、
出
欠
状
況
等
の
報
告 

・
７
日
以
上
欠
席
し
た
場
合
は
速
や
か
に
情
報
提
供 

援助方針の決定 

（必要に応じて） 

一時保護 

原則、最長２か月の保護 

（延長可能） 

・通学（園）できる 

場合、園・学校で幼

児児童生徒の様子を

注意深く見る。 

在宅での援助 施設入所 終結 

協 力 

情報提供 

ＳＳＷの活用 

子
ど
も
や
保
護
者
の
様
子
、
状
況
の
把
握 

通告・相談の受付 

児童相談所・市町村(虐待対応担当課) 

安全確認・情報収集 

初期調査方針 

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
へ
の
参
画 

学校 

協 力 

※Ｐ.３３参照 
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２「一時保護」時の学校の対応 
 一時保護は、子どもの安全確保のため、児童相談所の職権により保護者の意志に反して行われること

もあります。円滑な一時保護の実施のために、学校の協力は不可欠です。 

保護の期間は、原則として２か月以内ですが、延長されることもあります。 

 

（１）「一時保護」の具体的手順と学校の留意点(例)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○登校時：教室に入れることなく、 

登校後速やかに別室に連れて行く。 

○登校後：休憩時間を利用して別室に移動させる。 

校内での保護の場合 

他の子どもの目に触れない

ように配慮する。 

教科書等をそのままにして、

さりげなく移動させる。 

○子どもの不安が軽減されるように配慮する。 

児童相談所への移送 

子どもの不安等が高い場合

は、児童相談所の依頼に応

じて、教職員が同行する。 

児童相談所・市町村とタイ

ムスケジュールの確認を行

う。 

記録者を決めておく。 

○子どもの精神的サポートを行う。 

○子どもと学校、保護者をつなぐパイプとなる。 

児童相談所での面会 

○長期の視点で子どもと保護者を支援する。 

一時保護の解除後の在宅支援 

面会の開始時期や頻度など

について、児童相談所の担

当者と直接連絡をとる。 

子どもが安心して戻れる学

校内の環境を準備する。 

学校等での子どもの様子を

伝え、保護者との関わりを

深める。 

一時保護に係る保護者対応 

□一時保護の事実を知った保護者の不安や怒りを受け止めなければならないが、理不尽な学校

への非難については、「法律に従った対応である」ことを伝える。 

必要に応じて、警察等とも連携を図る。 

□保護者からの問い合わせ（子どもの居場所等）は、「児童相談所に直接尋ねてください。」と

一貫して答える。 

□保護者の責任を追及するのではなく、保護者の話に傾聴することで、子どもがいなくなった

寂しさや不安感をもつ保護者の心に寄り添い、信頼関係を築く。 

一時保護実施後の学校関係

者の面会は、子どものサポー

トの意味でも重要である。 

一時保護 
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（２）児童相談所や一時保護所等と学校との連携 

 ①学校に通学できない場合 

保護期間中は、児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会・学校

とが連携して必要な対応を行うことが求められます。 

一時保護所等での相談・指導を受けながら学習する児童生徒について、一定の要件を満たす場合に

当該施設において相談・指導を受けた日数を校長は指導要録上出席扱いとすることができます。 

 （平成２７年７月３１日 ２７文科初３３５号 文部科学省初等中等教育局長通知） 

 

 ②一時保護所から通学する場合 

保護者が子どもを連れ戻す恐れがないなど、一定の安全が確保される場合は、一時保護所から児童

生徒が従来の学校に通学することもあります。一時保護されている間、子どもたちは今後どのような

状況に置かれるのか不安になったり、心細くなったりしていることが多いので、適切に声掛け等を行

う必要があります。児童生徒の様子で気になること等の情報交換を児童相談所と行います。 

 

３「在宅での支援」時、「一時保護」解除後の対応 

 児童相談所や市町村（虐待対応担当課）による安全確認や援助方針の協議の結果、虐待の程度が比較

的軽微な場合、児童相談所による一時保護がなされず、「在宅での支援」がとられることがあります。

児童相談所や市町村（虐待対応担当課）に通告があったケースの約９割がこの「在宅での支援」に当た

ると言われています。また、児童相談所による一時保護や施設入所の解除後も同様に「在宅での支援」

がとられます。 

 

（１）一時保護解除後の学校の対応 

  学校は、児童相談所からの情報を共有して共通理解を深めた上で、組織として見通しをもった支援

を行うことや、普段の様子を丁寧に観察する必要があります。 

  また、安心して学校環境に戻れるよう、クラスメートに対して事前に配慮を促しておくことも重要

です。そして、一時保護解除後も児童生徒が普段と変わったことがないか、学校において継続して注

意深く見取っていくとともに、児童生徒の様子で不自然な点があれば、直ちに児童相談所や市町村（虐

待対応担当課）に相談するようにしてください。 

 

（２）保護者の改善が見られない時の学校の対応 

  保護者が、児童相談所からの要請にもかかわらず、児童相談所への来所を怠ったり、家庭訪問を拒

んだり、不在が続くなど支援機関との関係が疎遠になる場合があります。このような情報は、子ども

にとって危険のサインと捉え、学校、教育委員会、児童相談所の間で子どもから直接ＳＯＳを出せる

ような方法を確認しておくことが重要です。高校生に関しては、関係機関の連絡先を直接伝えておく

ことも有効です。 

 

４「施設入所」時の対応 

 児童相談所が施設入所や里親家庭へ委託する措置を決めた場合、学校は当該施設や里親と連携するほ

か、施設等に近い学校への転校手続も必要となります。転校する場合は、学校間で必要な情報共有を行

ってください。 

 基本的に保護者の同意を得て、児童養護施設等に入所または里親家庭に委託するようになりますが、

保護者の意に反して施設入所・里親委託になることもあります。そのような場合の児童生徒や保護者へ

の対応の方法については、児童相談所とよく相談してください。 

 また、里親家庭に委託される場合には、通称名として里親家庭の姓を名乗るのか実名とするのかなど、

施設入所の場合とは異なる留意点や、通学を継続するに当たって配慮を要する事柄があります。児童相

談所や委託を受けた里親とよく相談してください。 
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【２】教育委員会等設置者の役割 
学校設置者は、学校と同様に虐待の早期発見の取組をすすめるとともに、虐待対応に当たって、以下

のような役割を果たしていくことが求められます。 

１ 恒常的な取組 

（１）関係機関との連携の強化のための体制整備 

  虐待の予防及び早期発見、並びに虐待を受けた子どもの迅速かつ適切な保護及び自立の支援等を行 

うため、関係機関との連携の強化等、必要な体制の整備に努めます。 

  また、教育委員会等設置者は、要保護児童対策地域協議会に参画するとともに、教職員等に対して、 

学校及び教職員等に期待されている役割や関係機関等の役割の周知に努めるほか、スクールソーシャ 

ルワーカーを活用するなどにより、日頃から関係機関等との連携を推進します。 

さらに、虐待問題に関する法律問題について弁護士等の専門家にいつでも相談できるよう、体制を 

整えておきます。 

   

（２）研修の充実 

  学校の教職員が、虐待の防止・早期発見・早期対応等に寄与するとともに、虐待を受けた児童生徒 

等の自立の支援等について適切に対応できるようにするため、研修等必要な措置を講じます。教育委 

員会開催のものだけでなく、福祉部局等主催の研修も活用するとともに、児童相談所の職員を講師に 

招くなどして、研修の充実に努めるほか、管理職に対しても、児童虐待に関する具体的な事例を想定 

することなどによる実践的な研修に取り組む必要があります。 

   

（３）相談体制の充実、広報・啓発活動 

  虐待問題を含めて、子どもが悩みや不安をいつでも容易に相談できるよう、電話やＳＮＳ等による 

相談体制を充実するとともに、その連絡先について周知します。 

  また、虐待の防止に資するため、児童生徒の人権、虐待が児童生徒に及ぼす影響及び虐待に係る通 

告義務等について、必要な広報その他の啓発活動に努めます。 

 

 【参 考】  ○２４時間子供ＳＯＳダイヤル（０１２０－０－７８３１０（なやみ言おう）） 

http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm 

              ○厚生労働省「未来へと 命を繋ぐ １８９（いちはやく）」 

          https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183180_00002.html 

              ○厚生労働省「子どもを健やかに育むために ～愛の鞭ゼロ作戦～」 

          http://sukoyaka21.jp/ainomuchizero 

              ○法務省「子どもの人権ＳＯＳミニレター」 

          http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00013.html 

２ 事案への対応 

教育委員会は、学校から市町村（虐待対応担当課）や児童相談所に対して虐待と疑われる事案の通告 

があった場合、事案のその後の経過について学校と共有しておくことが重要です。 

特に学校だけで対応できない事案については、市町村（虐待対応担当課）や児童相談所と連携して対

応する必要があり、要保護児童対策地域協議会への参画や学校からの相談に対応することも重要な役割

となります。 

さらに、学校だけでなく教育委員会においても、保護者から情報元に関する開示の求めがあった場合 

は、情報元を絶対に保護者へ伝えないこととするとともに、児童相談所等と連携しながら対応するこ

と、虐待対応に当たって学校や教育委員会が保護者から威圧的な要求や暴力の行使等を受ける可能性

がある場合は、速やかに児童相談所、警察等の関係機関、弁護士等の専門家と情報共有し、対応を検

討することが重要です。 

http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000183180_00002.html
http://sukoyaka21.jp/ainomuchizero
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00013.html
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３ 転校・進学時の学校間の情報の引継ぎ 

 虐待に至るおそれのある家庭の特徴として、転居を繰り返す傾向があることが様々な実態調査や事例

検証から明らかになっています。また、転居をしなくても、現在の学校の対応への不満などから、保護

者から区域外就学や域内での就学校の指定変更の申立てがされる場合も考えられます。 

 

（１）転校や転居の申し出や相談があった場合の情報共有 

要保護児童対策地域協議会に進行台帳登録されている要保護児童の保護者から転校の申し出や相

談があった場合、教育委員会においては、市町村（虐待対応担当課）や児童相談所に情報を共有し、

対応を相談することが望まれます。 

  市町村（虐待対応担当課）や児童相談所においても、要保護児童やその家庭が転居した場合、児童

相談所同士、あるいは市町村（虐待対応担当課）同士で専門的な立場から引継ぎ（ケース移管）がな

され、転居後は転居先の関係機関によって必要な支援がなされることになっています。 

  しかしながら、実際には、児童相談所等の間での引継ぎが不十分であったことから、家族との関わ

りが希薄となり、個々の適切な援助がなされず、虐待が再発して死亡等の重大な事態に至ってしまっ

た事例が少なくありません。 

  したがって、要保護児童が転居先・進学先の学校でも安全に安心して学ぶことができるよう、転居

や進学の際の学校間の引継ぎも重要となります。転出元・進学元の学校は、転入先・進学先の学校に

対して指導要録や健康診断票、虐待に係る記録の文書の写しを確実に引き継ぐとともに、教育的観点

から対面、電話連絡などを通じて必要な情報を適切に伝えることが重要です。教育委員会は、その点

を十分理解の上、助言・指導を行います。（※ＤＶが絡む事案については、第３章【７】「児童虐待Ｑ

＆Ａ」（Ｐ.４４、４５）も参照） 

 

（２）学校間の文書の提供について 

  保護者が、本人や保護者の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供していると主張する事案も報告

されています。しかし、虐待に関する個人情報は、虐待を防止し、児童生徒等の生命、身体等を守る

ために、転校先・進学先の学校が必要とする情報であり、子ども本人の利益となるものであることか

ら、各学校に適用される個人情報の保護に関する法令に基づき、本人や保護者の同意を得ずに他の学

校に提供できるものと解されます。 

引き継がれた学校においても、虐待に関する情報については個々の教員が抱え込まず、必ず管理職

や養護教諭、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等に共有するとともに、市町村（虐

待対応担当課）や新たに管轄することになる児童相談所と今後の対応方針を検討することが重要です。 

（「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について（通知）」 

２（５）学校等の間の情報共有について  Ｒ１.７.１９） 

 

 

 

移転元の児童相談所長は、児童虐待を行った保護者に必要な支援を切れ目なく行うため、移転

先の児童相談所長に対し、速やかに必要な情報の共有を行う。情報提供を受けた児童相談所長は、

要保護児童対策地域協議会が速やかな連携を図れるように必要な措置を講ずるものとする。 

＜参考＞ 転居の際の児童相談所間の情報共有（児童虐待防止法第４条６項関係） 
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【３】児童虐待に係る機関連携  

１ 機関連携が必要な現状 

・学校現場で家族のこと、家庭の状況を知ることが困難（生活、環境、家族構成など） 

・家庭訪問の限界 

・子ども対応、保護者対応の限界 

 発達に課題がある児童生徒、保護者対応に苦慮するケースの増加 

・医療機関が関わるケースの増加 

反面、医療機関を拒否する保護者対応への困難さが増加 

・子ども中心の生活でない家庭の増加 

 

２ 要保護児童対策地域協議会への参画 

 「要保護児童対策地域協議会」は、児童福祉法の規定に基づいて、要保護・要支援児童等（以下説明）

の早期発見や適切な保護、またその保護者等を支援するために、市町村の実態に応じて福祉、教育、保

健、医療、警察、児童委員等の関係機関が子どもに関する情報や考え方を共有し、適切な連携・協力を

確保するために設置されます。鳥取県では全ての市町村に設置されており、専門性を生かした多面的な

協議が行われます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村（虐待対応担当課）や児童相談所が通告を受けた後や一時保護の解除後などに、継続して子ど

もや家庭に関わっていく必要がある場合、要保護児童対策地域協議会の進行管理台帳に登録され、当該

家庭や子どもの状況や課題について、定期的な会議を通じて関係者で共有されます。この台帳に登録さ

れた児童生徒の在籍する学校関係者は、要保護児童対策地域協議会の個別ケース会議への参加が求めら

れることがあり、その際、学校関係者は学校での児童生徒の様子を説明することとなります。 

なお、要保護児童対策地域協議会の構成員には守秘義務が課せられていることから、学校が提供した

情報や提供した事実について、保護者をはじめ対外的に伝わる心配はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要保護児童対策地域協議会の対象者（児童福祉法第６条の３） 

 要保護児童（保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童。

虐待を受けた児童に限らず、非行児童なども含まれる。） 

 要支援児童（保護者の養育を支援することが特に必要と思われる児童） 

 特定妊婦 （出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦） 

 

 

 

市町村教育委員会 

市町村虐待対応担当課 

学校 

児童相談所 

警察 医療機関 

幼稚園・保育所・認定こども園 

福祉事務所 

〇要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介

して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。（児童福祉法第２５

条） 

〇病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関する機関及び医師、歯科医師、

保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関連

する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提

供するように努めなければならない。（児童福祉法第２１条の１０の５） 

民生・児童委員 

市町村児童福祉担当部局 

弁護士 

要保護児童対策地域協議会の構成員（例） 
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３ 関係機関の概要と虐待対応に関わる役割 

 

関係機関名 役   割 

児童相談所 児童虐待通告や学校等からの情報提供を受け、子どもと家族の状況の把握、対

応方針の検討を行った上で、一時保護の実施や保護者への指導、来所によるカウ

ンセリング、家庭訪問による相談助言、里親委託、児童福祉施設への入所措置な

ど必要な支援・援助を行います。 

市町村児童相談

窓口 

（虐待対応窓口） 

 

要保護児童対策

地域協議会 

（要対協） 

児童福祉法の改正により、児童家庭相談に応じること、虐待をはじめとする子

どもの問題の通告先になることが市町村の業務として規定されています。 

また市町村に設置する「要保護児童対策地域協議会」の調整機関となります。 

 児童福祉法第２５条の２に基づく法定協議会であり、代表者会議、実務者会議、

個別ケース検討会議の３層構造となっています。 

 【代表者会議】 

 要対協の構成員の代表者による会議で、年１～２回程度開催しています。 

 【実務者会議】 

 実際に活動する実務者で構成し、定期的に開催しています。 

 【個別ケース検討会議】 

 個別の子どもに直接関わる教職員や今後関わる可能性がある関係機関等が、そ

の子どもに対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催します。 

 ① 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認 

 ② 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有 

 ③ 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有 

 ④ 実際の援助、支援方法、支援スケジュール（支援計画）の検討 

民生・児童委員  地域住民の一員として、虐待をはじめ課題を抱えた家庭に、自らの気づき、あ

るいは地域住民からの情報を得て、市町村や児童相談所、地元の学校などに情報

を提供し、連携して虐待の予防や支援を行います。 

保健所 

保健センター 

 母親学級や乳幼児健康診断や家庭訪問等の母子保健活動を通して、乳幼児の発

育や発達状況、養育環境等について把握しやすい状況にあり、養育支援が必要な

家庭に対しては、育児の技術的な支援を行うなどの虐待の発生予防を中心とした

支援を行っています。また、保護者の心身の健康問題についても把握し、精神保

健福祉面の援助も行っています。 

医療機関  医療機関での受診や校医による検診時に子どものケガの状態が不自然であった

り、虐待が疑われる場合は、児童相談所に通告しますが、著しい身体的暴力があ

るときは、医療機関から直接警察に連絡し対応することもあります。 

 また、子どものケガ等について疑わしい場合には、児童相談所が医学的な所見

を求める場合もあります。 

警察  児童相談所の立入調査や家庭・学校現場で子どもの一時保護等を行う場合、児

童相談所等だけでは、保護者等から抵抗を受けるおそれがあり職員への加害行為

も予測される場合は、児童虐待防止法第１０条に基づき、児童相談所長の依頼に

より援助を行います。 

配偶者暴力相談

支援センター 

ＤＶ（配偶者間暴力）に関する相談に応じています。 

福祉事務所等、 

その他の機関 

精神保健福祉センターは思春期の精神保健に関する相談や治療、エール（発達 

障がい者支援センター）は発達障がいに関する様々な相談や支援、障がい者福祉

相談所は療育手帳に関することなどの障がいに関する相談に応じます。 
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【４】様々な虐待への特別な対応 

１ 性的虐待の理解と対応 

 性的虐待は、他の虐待と比べてより問題が複雑であり、事実確認が難しく専門的な対応が必要です。

養護教諭をはじめとする教職員にあっては、予め以下のような性的虐待の特徴を踏まえるとともに、対

応の特殊性について理解を深めておくことが大切です。 

  

（１）性的虐待の特徴 

①外見的な証拠が見つけにくく、子どもも否認することが多く、発見が非常に難しい 

   幼児や小学校低学年では、子どもの性に関わりのある言動によって発見されることが多く、中学

生・高校生では、信頼できる人に告白（相談）することによって発見されることが多いようです。 

②精神症状や問題行動が多発するため対応が難しい 

性的虐待は、早期の事例では３歳頃から認められますが、思春期年齢で発見されることが多く、

年齢が高くなるほど、対応が困難になることが多いです。 

 

（２）性的虐待の心身の健康への影響 

性的虐待は、子どもに心的外傷後ストレス障がい（ＰＴＳＤ）を引き起こすことも多く、心身の健

康に与える影響は深刻です。症状が重篤になる要因としては、加害者と被害者の関係性（親密さ）、

子どもを守れる保護者がいない、虐待期間が長期に及ぶことが多いなどが挙げられます。 

 

①身体的な影響 

・妊娠、性感染症、性器周辺の外傷などの身体的な症状が見られることがあります。 

②心理的な影響 

 ・自己肯定感の低下（自分が汚い、自分が悪いと思う 等） 

  ・親密な人間関係を築くことが困難（異性に対して恐怖心を抱く 等） 

  ・性的な問題を引き起こしやすい（性に関する問題行動 等） 

  ・適切な感情表現ができない 

  ・心理的な問題が背景にある身体症状や疾患等の問題が引き起こされることが多い 

 

（３）性的虐待への対応の留意点 

性的虐待が疑われたり、情報がもたらされたりした場合は、直ちに管理職と共有し、情報の収集や

確認を行うより前に、児童相談所に通告することが重要です。 

児童相談所から児童生徒への対応の留意点等を確認してください。 

 

 ※性的虐待の疑いのある事案は、子どもへの二次被害の防止や事実関係の聴き取りに高度な専門性 

  が求められるため、学校等で詳細な事実関係の聴き取りを行うことなく、速やかに児童相談所に 

  通告を行ってください。 
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２ ＤＶ家庭における子どもへの対応 
 児童虐待防止法第２条４項では、「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に

著しい心理的外傷を与える行動を行うこと」を虐待と定義しています。特に、ＤＶから逃れた後に、子

どもに様々な症状や問題行動が表れたり、ＤＶ加害者から子どもの分離が必要なケースもあったりする

ため、児童相談所をはじめ関係機関は、連携して子どもの心のケアや親子関係の再構築に関わっていく

ことが求められています。 

 また、児童虐待とＤＶの特性や、これらが相互に重複して発生していることを踏まえ、要対協の活用

などにより、児童相談所と配偶者暴力相談支援センター及び福祉事務所の連携協力をさらに強化し、適

切に対処することが求められています。 

 

（１）ＤＶ被害者の子どもを受け入れた場合の対応のポイント 

「学校・幼稚園におけるＤＶ対応マニュアル（Ｐ.３～Ｐ.４）」（平成１７年１１月 鳥取県教育委

員会）を参考にしてください。 

 

○保護者（ＤＶ被害者）と対応する場合 

○保護者と確認しておくこと 

○受け入れた子どもとかかわる場合 

○日常的に配慮しておくこと 

○外部からの問い合わせがあった場合 

○ＤＶ加害者が校（園）舎内に入って子どもを探そうとした場合 

○外部機関と対応する場合 

○マスコミの取材を受けた場合 

○職員のＤＶに対する共通理解 

 

 

（２）保護命令が出ているＤＶ加害者による追跡が起きた場合の対応例 

「○○という子どもはいないか？」「○○という子どもがいると思うが！」「自分の子どもを呼んでく

れないか。」といった申し入れには、「プライバシーに関するお尋ねに対しては回答しないことになって

います。」などの旨を伝え、その後退去を求めます。暴言や威嚇があった場合には、以下のように対応

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●教職員へ緊急連絡     ●暴言威嚇行為の防止と退去の説得 

●当該児童生徒の安全確保  ●１１０番通報（警察による保護・逮捕） 

○保護者への連絡  ○教育委員会へ連絡 

○保護施設（母子生活支援施設・婦人相談所・民間シェルター）へ連絡 

○兄弟姉妹の通う幼稚園・保育所・学校へ連絡 

今後の対応検討（当該児童生徒の心のケア等） 



- 41 - 

 

【５】学校における保護者からの要求への対応 
 教職員、教育委員会等は、虐待を受けたと思われる児童生徒等について通告したことや児童相談所や

市町村との連絡内容等を、その保護者に対してであっても漏らしてはいけないこととなっています。 

保護者が、児童虐待通告後、学校・教職員に何らかの要求をしてくることがあります。そのような場

合には、学校は組織として対応することが不可欠です。組織で保護者の要求や相談の内容を共有してお

くとともに、市町村（虐待対応担当課）や児童相談所にも情報を共有しておくことが重要になります。 

 

１ 一時保護時における保護者からの問い合わせや要求への対応 

 子どもを一時保護した時点で、児童相談所から保護者に対し、一時保護している旨の連絡を入れるこ

ととなっていますが、保護者から学校に対して、問い合わせや要求があることも考えられます。そのよ

うな場合「一時保護は児童相談所の判断であり、学校が決定したものではない」など、一時保護は専門

機関の権限や責任で行われたことを明確に伝えることが重要です。 

  

２ 威圧的、拒絶的な態度をとる保護者への対応  

児童虐待防止法第１４条２項において、虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、親権者で

あることを理由に免責されるものではないとしており、「親権」を理由に保護者が威圧的、拒絶的な態

度をとる場合でも、学校は子どもの命を守り抜く姿勢で毅然とした対応をすることが重要です。 

保護者からの威圧的な要求や暴力の行使等が予想される場合には、学校・教育委員会等は複数の職員

で対応すること、学校においては即座に教育委員会等の設置者に連絡した上で、組織的に対応すること

が肝要です。また、学校・教育委員会は速やかに市町村（虐待対応担当課）・児童相談所・警察等の関

係機関や弁護士等の専門家と情報を共有し、連携して対応することが必要です。 

※「児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について」 

（平成３１年２月２８日 文部科学省初等中等教育局長等通知） 

なお通告したことについて、「児童虐待防止法の趣旨に基づく通告はそれが誤りであったとしても、

基本的に刑事上、民事上の責任は問われることはない」ことを踏まえ、毅然とした対応が重要です。 

 警察への通報に際しては、事案の概要（威圧的な要求等が予想される理由・経緯等）、当該保護者に

関連する通告の内容及び児童相談所等における対応状況等を明確に伝えるようにしてください。また、

その後の対応についても警察及び児童相談所等と緊密に協議してください。 

  

３ 不満から子どもを学校等に通学（園）させない場合の対応 

学校や教育委員会設置者に対して保護者が不満を持った結果、子どもを学校等に通学（園）させない

という事案も発生しています。学齢児童生徒であれば、このような場合は就学義務違反に当たる可能性

が高いことから、小学校・中学校・義務教育学校等の校長は学校教育法施行令第２０条に基づき、市町

村の教育委員会に適切に通知するとともに、教育委員会は学校教育法施行令第２１条に基づく出席の督

促などを適正に行うことが必要です。 

 

４ 保護者から通告元情報に関する要求があった場合の対応 

 学校等及びその設置者において、保護者から情報元（虐待を認知するに至った端緒や経緯）に関する

情報の要求があった場合は、情報元を絶対に保護者へ伝えないこととするとともに、児童相談所等と連

携しながら対応する必要があります。  
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【６】守秘義務と連携における個人情報保護について 

１ 個人情報保護について適用される法令 

（１）地方自治体の個人情報保護条例 

 市町村及び都道府県の行政機関に適用されるのは、各自治体の個人情報保護条例です。 

 個人情報保護条例においては、 

①原則として、本人の同意がない場合の個人情報の収集、目的外利用及び第三者提供が禁止されてい

ます。 

②例外として、（各自治体によって内容は異なるが）「法令等(※)の定めがあるとき」・「生命、身体ま

たは財産の保護のため緊急の必要性があるとき」等には、本人の同意がなくとも、個人情報の収集、

目的外利用・第三者提供等が認められています。 

 

（２）個人情報保護法 

 行政機関以外の民間機関については、個人情報保護法が適用されます。 

 

２ 個人情報保護条例が定める基本的ルール 

（１）個人情報とは 

 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定

の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することで、それにより特定の個人を識別するこ

とができるものも含む）をいいます。 

 

（２）個人情報の収集の制限 

 個人情報を収集するときは、本人から収集しなければなりません。ただし、次に該当する場合は、こ

の限りでありません。 

①本人の同意があるとき 

②法令等(※)の定めがあるとき、及び調査権限があるとき 

③出版、報道等により公にされているとき 

④個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき 

⑤公益上必要であると認められる場合であって、あらかじめ個人情報保護審議会の意見を聴いたとき  

 

（３）個人情報の開示請求等 

①原則として、何人も個人情報の開示を請求できる。 

→ただし、開示請求・訂正要求等に関する手続きが決まっており、学校現場等に対する直接の開示 

請求権や訂正要求権が法的に認められているものではありません。 

②保護者は、本人に代わって、開示請求をすることができます。ただし、当該開示請求が、本人の利

益に反すると認められるときはこの限りではありません。 

③例外的に開示してはならない個人情報 

   開示請求した者以外の第三者に関する個人情報であって、一般に他人に知られたくないと望むこ

とが正当であると認められるもの、又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、

開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報を含むものは、

例外的に開示してはなりません。 

 

 

 ※参考法令（例示） 

  地方税法、結核予防法、生活保護法（鳥取県個人情報保護条例の趣旨、解釈および運用より） 
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３ 学校における虐待に関する個人の記録の提供 

学校において作成または取得した虐待に関する個人の記録は、各学校に適用される個人情報の保護に

関する法令に基づき、適切に取り扱われることになります。当該記録について、保護者が本人（子ども）

に代わって個人情報保護条例等に基づく開示請求をしてきたとしても、開示することにより子ども（本

人）の生命又は身体に支障が生ずるおそれ、子ども（本人）の権利利益を侵害するおそれがないかどう

か、学校の業務の遂行上支障がないかどうか等を個人情報の保護に関する法令に照らし検討し、該当す

る場合には所定の手続に則って非開示とすることについて検討する必要があります。 

必要に応じて弁護士に相談しましょう。 

 

４ 児童相談所や市町村（虐待対応担当課）への情報の提供 

 児童相談所や市町村（虐待対応担当課）に虐待に係る通告や相談等を行う場合は、守秘義務違反に当

たりません（児童虐待防止法第６条３項）。 

 また学校が、市町村や児童相談所から児童生徒等や保護者に関する情報・資料を求められた場合は、

提供することができるとされています（児童虐待防止法第１３条の４）が、これも守秘義務違反や個人

情報保護条例等の違反には当たらないと解されます。 

  

５ 要保護児童対策地域協議会への情報の提供 

学校や教育委員会が資料や情報の提供、説明等を行う場合は、児童福祉法第２５条の３の規定により、

守秘義務違反には当たらないと解されます。 

 

６ 虐待に係る通告元に関する情報の取り扱いについて 

市町村・児童相談所においては、保護者に虐待を告知する際には、子どもの安全を第一とするととも

に、通告者保護の観点から、児童虐待防止法第７条において、通告を受けた児童相談所や市町村の職員

は、通告した者を特定させるものを漏らしてはならないとされています。 

つまり、子どもからの虐待の申し出等の情報元を保護者に伝えないこととなっており、学校や教職員

が通告者であることも、基本的に保護者に知られないことになっています。  
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【７】児童虐待Ｑ＆Ａ 
 

Ｑ１ 虐待の疑いがあったとき、「通告」することになっていますが、家庭のプライバシーを「密告」

するような抵抗感があり、親との今後の関係を考えると頭では分かっていても、簡単には踏み切れ

ない思いや迷いがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q２ 虐待かどうかわかりにくく、この程度で通告すべきなのかどうか悩んでしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

Q３ 子どもが「誰にも言わない約束をして話を聞いてほしい」と言ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４ ＤＶ（配偶者間暴力）と関連した児童虐待にはどのように対応したらよいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※鳥取県の配偶者暴力相談支援センター 

名  称 電 話 番 号 

福祉相談センター（婦人相談所） ０８５７－２７－８６３０ 

中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課（中部福祉事

務所・倉吉保健所）心と女性の相談担当 

０８５８－２３－３１４７（平日） 

０８５８－２３－３１５２（平日緊急時） 

西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課（西部福祉事

務所・米子保健所）心と女性の相談担当 

０８５９－３１－９３０４ 

 

 

 

教職員が虐待の確証を探す必要はありません。通告する際に、虐待を疑った理由（状
況）を伝えるだけで十分です。 
 通告を受けた市町村の虐待対応担当課や児童相談所は、様々な調査を実施します。そ
の結果によっては、虐待が判明することもありますが、虐待以外の理由で子ども自身が
葛藤やストレスを感じていることがわかるかもしれません。 

Ａ２ 

虐待をしている保護者のほとんどは、子育てがうまくいかず、悩んだりイライラした
りしています。また、虐待の背景に、親の生育歴や家庭の経済状況などの複雑な要因が
絡んでいることもあり、親がたくさんの悩みを抱え込んで、誰にも相談できずにいる場
合もあります。 
 「通告」とは、親の虐待行為を市町村、児童相談所等に連絡することで、子育て支援
が必要な親や家庭について、専門の相談機関に「この親（家庭）への子育て支援に、手
を貸してもらえませんか。」と援助を求めることだと考えてみてはどうでしょうか。 

Ａ１ 

 

子どもから話を聞くときには、「あなたを守るためには他の人に話をすることもあ
る。」ということをきちんと伝えなくてはいけません。その上で、みんなであなたを守
っていくということ、様々な人の助けを借りることができることなど、根気強く説得
していくことが必要です。信頼して相談してくれたことに感謝を示し、最後まで一緒
に解決に向かっていく姿勢をもつことが大事です。 

Ａ３ 

子どもが DVを目撃することは、心理的虐待に該当するため、市町村や児童相談所
等に通告する必要があります。 
 また、ＤＶ防止法では、ＤＶの発見者は配偶者暴力相談支援センター又は警察へ通
報する努力義務が規定されています。 
 暴力を避けるため、加害者の元から被害者が子どもと共に避難し、一時保護施設や
民間シェルターを利用したり、転居したりすることがあります。関係機関と連携を図
りつつ、加害者に被害者の居所が知られることがないよう、十分配慮することが必要
です。 

Ａ４ 
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Q５ DVやDVと関連した児童虐待などの特別な事情によって住民票を異動させることができない児

童生徒の転学について、学校はどのようなことに気をつけなければなりませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q６ 虐待を受けた子どもが学校生活の中で示す様々な言動から、周囲の子どもを身体的・心理的に傷

つけることがあります。周囲の子どもたちにどのように対応したらいいのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Q７ 虐待を受けた子どもが学校で示す問題行動について、周囲の保護者からクレームが寄せられたら

どうしたらいいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q８「あの子は虐待されているのではないか」という話が周囲の保護者から起きてきた場合には、 

どうすべきでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心理面・行動面での課題等を抱える子どもにどこまでの規範を求めるかは、その子
の能力や状況によっても異なりますが、最低限の基本線として「自己への危害」「他者
への危害」「器物の意図的な破壊」は理由の如何を問わず制止すべきです。 
 ルールを明確に提示することの方が、子どもの行動の安全が図られます。 
 何よりも、教職員等が努力している姿を見せることが大切になります。仮に「あの
子はどうでもいい」という態度を示せば、周囲の子どもたちは自然にそうした排除的
な姿勢を見せるようになります。 
 併せて、組織が力を合わせて対処しようとしていることを示すことも重要です。ま
た、周囲の子どもたちに、どの子どもにもそれぞれ個別の課題があることを伝えるこ
とも大切です。 

Ａ６ 

学校全体で取り組んでいることを伝え、必要に応じて専門機関の助言も得ていると
伝えることも必要かもしれません。 
管理職がきちんと前面に出て説明することも重要です。学校の説明責任として、事

実関係についての正確な情報を提供するとともに、どの子どもの成長にとっても大切
な課題であることを伝え、よりよい学級づくりに協力してほしい旨を伝えてください。 
 学校で何が起こっているのか、そのことに対して学校はどう取り組もうとしている
のかをオープンにすることで、周囲の保護者の批判的な言動も鎮静化することがあり
ます。問題を隠すほど、むしろ事態は悪化するものだと考えてください。ただし、問
題行動を起こしている子どもについて、虐待またはその疑いがあるということをほの
めかすことは避けなければなりません。 

Ａ７ 

情報を伝えてくれたことには感謝しながら、安易な風評が立ったり、噂になったり
するようなことは、何よりも子どもを傷つけることになることを伝えてください。 
 そして、学校はチームを組んで取り組んでいる（取り組んでいく）こと、必要に応
じて外部の専門機関にも助言を求める姿勢でいることを伝えてください。 
 最後に、できれば話題の当事者となっている保護者の心理にも配慮してほしいこと
を伝えてください。よかれと思ってしている育児を責められれば、誰でもかたくなな
態度になるからです。 
 その上で、情報を提供してくれたことに感謝し、今後も学校に協力してほしいこと
を依頼しましょう。 

Ａ８ 

 

転学先の市町村教育委員会と転学元の市町村教育委員会との協議によって、個別に
対応することになります。 
 転学元の学校では、転学先の学校名等の情報を知り得る者については、必要最小限
の範囲に制限するとともに、転学先の学校名等の情報を記している指導要録等の保存
についても、特に厳重に管理する必要があります。転学先の学校においても同様に、
情報の管理を徹底する必要があります。 
 また、状況に応じて、指導要録の写し等の授受について、学校間では直接行わず、
教育委員会を通じてやりとりをすることも考えられます。 
 また高等学校等については、転学先の学校長と転学元の学校長との協議によって、
同様に個別対応することになります。 

Ａ５ 
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Q９ 施設退所後、学校はどのようなことに注意したらいいですか。 

 

 

 
 

 

Q10 要保護児童対策地域協議会における情報共有は、まだ進行管理台帳に登録されていない 

ケースについてはできないのでしょうか。 

 

 
 

Q11 要保護児童対策地域協議会に参加していない機関への情報提供の協力要請、またそれ 

に応じる行為について、違反しないのでしょうか？ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが施設や里親から保護者のもとに戻るときには、その直後や数か月間は虐待 

が再発する可能性が高いため、子どもを受け入れた学校や地域の関係機関は、きめ細

かな見守り体制をつくることが重要になります。こうした体制づくりは、要保護児童

対策地域協議会が中心となって、児童相談所と協力しながら行います。子どもの状態

に応じて、適切に支援の見直しなどをしていくことが重要になります。 

Ａ９ 

 

すでに台帳登録されているケースだけでなく、登録するかどうかを決定するための 

情報共有も可能です。 

Ａ10 

 

個人情報保護法に違反はしません。 

平成 24年 11月 30日・厚生労働省通知「児童虐待防止等のための医療機関と

の連携強化に関する留意事項について」を参照してください。ただし、協力要請で

きるのは、市町村と児童相談所です。 

Ａ11 
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第４章 研修資料・関係資料 
 

【１】教職員研修の資料 

１ ケースメソッドによる学習法 
ケースメソッドによる学習法は、日常に起こりがちな、何らかの問題を含んださまざまな「事例」を

いろいろな角度から考察して、そこから“教え”を学び取るものです。１人の力では解決できない事例

であっても集まったメンバーが知恵を出し合えば良い解決方法が見いだせるものです。そして、ケース

の疑似体験を通じて、問題を解決する力を身に付けることを最終的なねらいとしています。 

 

＜学習のプロセス（案）＞ 

（１）個別による事実の確認と問題点の発見 

ケースを通じて、どんな状況なのかを「事実」によって理解します。さらに、大小さまざまな問

題点をすべて洗い出して、メモにします。 

 

（２）集団による問題抽出 

グループ単位で集まり、個人それぞれの意見を相互に交換し、問題点は何かを話し合います。多

くの問題点のなかで、何が中心の問題（背景にある真の問題）なのかを探し出します。 

 

（３）解決案の検討 

中心的な問題は、多くの関連事項が絡まって起こる場合が多いので、いろいろな解決案を皆で出

し合います。 

 

（４）最終解決策の決定 

出された様々な解決案を比較検討し、最終結論を出します。 

 

（５）グループ別の発表 

全員が集まって、グループ別にまとめた結論を発表します。必要に応じてＱ＆Ａを行います。 

 

（６）まとめ （ファシリテーターの説明、参加者の感想など） 

ファシリテーターは各グループの討議で結論を出すまでの検討不足の箇所や結論で抜けたところ、

また、結論を実践する際の問題などをまとめます。 

まとめる前に、数人に質問して感想を聞くのも良いでしょう。 
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事例１「面会できない小５の女子の事例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 虐待を疑うポイントはどこか？ 

 

 

 

 

 

 

２ このあと、担任や学校はどのような対応をすればいいか？ 

 

 

 

 

 

 

⇒ 対応例はＰ.５１ 

父と母は、交通事故の後遺症などで通院し、生活保護を受けている。 

長女は、学校にはほとんど登校していない。 

長女の担任の教師が家庭訪問をするが、両親は不在。長女は中にいるようだが出て

こない。家の中には、脱いだ衣服やマンガ本、食べかけの物などが散らかっていた。 

 別の日に、学校で長男に様子を聞いたところ、両親はパチンコに出掛けていること

が多く、長女は３歳の子どもの面倒を見ているとのこと。担任は、長女とは最近会え

ていないが、長男の話から、とりあえず長女は元気でいるのではないかと考え、安心

している。 

 長男と次男は、衣服も数日間同じものを着て登校してくる。友だちから「臭い！」

と言われてケンカになることもあった。 

また、兄弟げんかのためなのか、次男の身体にはあざが絶えない。 

概要 父（４２歳）、母（３２歳）、長女（小５）、 

長男（小４）、次男（小２）、三男（３歳） 
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事例２「帰宅したがらない中３の女子の事例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 虐待を疑うポイントはどこか？ 

 

 

 

 

 

 

２ このあと、担任や学校はどのような対応をすればいいか？ 

 

 

 

 

 

 

⇒ 対応例はＰ.５１ 

概要 

母子家庭であったが、母は３か月前に再婚した。長女は、最近学校での様子がおか

しく、すぐに気分が悪いと言って、保健室に行くようになった。早退するように促し

ても、早退せず、図書室や教室にいて下校しようとしない。 

男性担任が、進路のことで悩んでいると思い、相談室で話をすると、母と義父は、

家から通える近くの高校に進学してほしいと考えているが、本人は県外の全寮制の学

校への進学を希望していることがわかった。他には悩んでいることはないという。担

任は、母が再婚したため、家に居づらくなったのかもしれないと考えたが、家庭の問

題でもあるので、進路については両親とよく相談して決めるようにアドバイスした。  

翌日、長女は義父から性的な虐待を受けていると、保健室で養護教諭に話をした。

母や担任には話すことができずに、一人で悩みを抱え込んでいたことがわかった。 

母（３８歳）、義父（４６歳）、長女（中３） 
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事例３「問題行動の多い中２の男子の事例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 虐待を疑うポイントはどこか？ 

 

 

 

 

 

 

２ このあと、担任や学校はどのような対応をすればいいか？ 

 

 

 

 

 

 

⇒ 対応例はＰ.５２ 

 

概要 

学校での長男は落ち着きがなく、１時間の授業を静かに受けることができない、忘

れ物が多い、友人とのトラブルが絶えないなどの状況が見られた。 

家庭での様子を母に確認したところ、長男は幼いころから落ち着きがなく、気に入

らないと何を言っても通じない、同じ失敗を繰り返す、注意しても落ち着きがない、

注意力がなくよくケガをする、友だちとのトラブルが多いなど、母は「育てにくい子」

と感じていたとのことだった。 

また両親は、小さい頃、言葉で話しても同じことを繰り返す長男に対して、厳しい

しつけで、一生懸命善悪を教えようとしていたとのことである。 

中学へ入学した頃から、長男は体格もよくなり、気に入らないと母に対して暴力を

振るうようになり、次男、長女も長男のことを怖がるようになってしまった。 

父（４２歳）、母（３７歳）、長男（中２）、 

次男（小５）、長女（小３） 
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 １ 虐待を疑うポイントはどこか？ （例） 

 ・長女が登校しない理由に本人に係る要因がない場合は、弟の面倒を見させられている疑いがある。 

 ・長男と次男が数日間同じ服を着てくる。（本人の好みでなければネグレクトが疑われる。） 

 ・服が臭いのは洗濯してもらっていない疑いがある。 

 ・次男の身体のあざの原因が不明である。  

 

 ２ このあと、担任や学校はどのような対応をすればよいか？ （例） 

 ・担任から管理職へ報告する。 

 ・担任以外の教職員（養護教諭、昨年の担任等）が持っている情報を集約する。 

 ・情報を基に、校内虐待対応会議に諮り通告を決定する。 

 ・学校（管理職）から市町村へ要保護児童として通告する。 

 ・教育委員会にも報告する。 

 ・学校・教育委員会・関係機関等で対応を協議する。  

 

 

 

 

 

 

 １ 虐待を疑うポイントはどこか？ （例） 

 ・気分が悪いと言って保健室に行くようになった。（最近学校での様子がおかしい） 

 ・母の再婚により家庭環境が変化した。 

 ・早退を促しても家に帰ろうとしない。 

 ・県外の全寮制の学校への進学を希望している。（明確な目的がない場合） 

 

 ２ このあと、担任や学校はどのような対応をすればよいか？ （例） 

 ・養護教諭は「よく話してくれたね。」「言ってもらってよかった。」「あなたは悪くないよ。」と本児

に伝える。 

 ・「あなたは助けを求めてよい。」「あなたを支えることに協力してくれる人がいる。」「協力してくれ 

  る人にちゃんと話をする。」と、協力者に伝えることについて本児の了解を得る。 

 ・「秘密にしてほしい」と言われても養護教諭は一人で抱えず、管理職へ報告する。 

 ・直ちに校内虐待対応会議を行い、管理職から直ちに児童相談所へ通告する。 

 ・直ちに教育委員会にも報告する。 

 ・子どもの話はこれ以上学校では聴き取らない。 

 ・養護教諭が聞いた話は、記録に残しておく。（急ぐときはメモでもかまわない） 

 

 ※性的虐待の場合、児童相談所職員が来校し、一時保護となる可能性が高い。児童相談所職員と本児 

  が安心して話ができる場所を校内に確保する。（同席するかどうかは児童相談所職員の指示に従う。） 

 ※性的虐待の対応についてはＰ.３９参照 

 

 

 

 

 

事例２の解説 

事例１の解説 



- 52 - 

 

 

 

 

 

 １ 虐待を疑うポイントはどこか？ （例） 

 ・行動面だけを見ると、子どもの特性によるものと思いがちであるが、暴力等の影響からくる行動と

して捉えることも必要である。 

 ・「厳しいしつけ」の内容によっては虐待にあたる。 

 ・虐待の定義は、どんなに子どものためを思ってしたことでも、その行為が子どもの心身や行動に影

響を与えれば虐待となる。（子ども側の定義に基づいた解釈・理解・対応が必要） 

 

 ２ このあと、担任や学校はどのような対応をすればよいか？ （例） 

 ・保護者が感じている育てにくさに共感し、子どもへの接し方について関係機関（児童相談所、医療

等）への相談を学校から勧めることが必要である。 

 ・保護者の同意が得られるようなら、保護者の了解を得て学校での状況を関係機関へ情報提供する。 

 ・愛着形成の課題に対応するため、校内の支援体制を整備する。 

 ・保護者の理解が得られず関係機関へつながらない場合は、校内で虐待対応会議を行い、「厳しいし

つけ」の内容によっては、管理職より児童相談所・市町村へ要保護児童として通告、または市町村

に要支援児童として情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例３の解説 
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２ ロールプレイングによる研修 
ロールプレイングは、現実に近い場面を設定し、特定の役割を演じる模擬体験を通じて、様々な気づ

きを得て、ある事案が起ったときの適切な対応等を身に付けるための手法です。 

実践的なケースを通して、教職員の知識や対応について客観的に捉えることができ、経験不足を補い、

対処方法の選択肢を広げ、柔軟な対応をとるスキルを身に付けることができます。 

 

（１） ロールプレイングを効果的なものにするポイント 

① 見る（評価する）観点をシートにする 

ロールプレイングで何を見るのかを３つ程度決めて、それを評価シートにします。ロールプレイン

グを行う人（ロールプレイヤー）とオブザーバーに分かれ、オブザーバーはメモをとりながら観察し

ます。 

 

② リアリティーのある設定づくり 

加害者の状況について、その背景とニーズをしっかり確認し、設定を具体的にします。そして、そ

れを観察者も含めて皆で共有して開始することが大切です。 

 

③ ロールプレイヤーの役づくりと演技力 

設定したロールプレイングに心から入り込むことで、本当の姿や実力を出すことができます。経験

豊富な方がその引き出しとなるような役（加害者役など）を演じることでより効果を高めることがで

きます。遠慮をせず、本気でその状況になりきって演じきることが重要です。 

 

④ 率直なフィードバックを行う 

評価する観点に従ってメモしたことをもとに、しっかりとフィードバックを行うことが重要です。

気づいたこと、感じたことなど細かいところも本人にしっかり伝えます。改善点だけでなく、良かっ

た点や見習いたい点をしっかり伝えることも大切です。 

 

（２） 実施展開例 

① ロールプレイングの説明 

ねらい、方法、役割について、進行役が説明する。 

② ウォーミングアップ 

ロールプレイングに入る前にアイスブレイク等を行い、意欲を高め、役割・表現に慣れる。 

③ 情報共有 

どういう場所か、状況はどのようであるかなど、基本となる情報を共有する。 

④ ロールプレイング 

主役の自発的な発想で言葉を発し、動きを取って演じる。 

⑤ シェアリング 

ロールプレイヤーは、ロールプレイングによってどのような気づきがあったか、どのようなこ

とが思い出されたかなどを話す。同様に、オブザーバーも同じように体験を話す。話し合いの中

で、ロールプレイングで起きた出来事を受け止め、感じ取った新たな気づきを共有する。 
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例：評価シート 

 

虐待対応ロールプレイング 評価シート 

〇全体的な評価のポイント 

□ 必要な説明を行っているか。 

□ 一貫した説明となっているか。 

□ 丁寧な対応となっているか。 

□ 相手の気持ちを理解しようとしているか。 

序 盤 中 盤 結 果 

□ 挨拶、自己紹介 

□ 今回の話し合いのポイ

ントの事前説明 

□ 相手の質問に答えてい

るか 

□ 一方的な説明となって

いないか 

□ 感情的な対応となって

いないか 

□ 話し合いの合意はできたか 

□ お互いの立場を理解できたか 

 

・ロールプレイングが終了した際には、全体的な評価をオブザーバーだけでなく、その場に参加してい

る教職員全員で議論や評価を行うことも効果的です。評価を行う際には、批判的な意見だけでなく、

ロールプレイヤーの良いポイントをほめることや、提案を行うなどの前向きな雰囲気となるように留

意しましょう。 
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ケース１「威圧的な態度の保護者への対応」 
 

（１）所要時間（目安）：３０分 

 事例把握：１０分、ロールプレイング：１０分、評価・講評：１０分） 

 

（２）場面と設定 
・ここでは、児童相談所に一時保護されている児童の保護者が学校に来て、一時保護された 

 原因は学校にあるのではないかと主張しますので、教頭と担任教員がその対応にあたる場 

 面を設定します。 

 

・場所は学校内の面談室です。 

 

・登場人物は、学校の教頭、担任教員、保護者の３名です。 

 

   ・保護者は、明らかに虐待の証拠があるにもかかわらず、児童に対して虐待を行っているこ 

    とを認めません。さらに児童相談所に通告したのは学校であると思っています。そのため、 

    発言が威圧的になることがあり、激高することもあります。 

 

   ・学校の教頭と担任教員の対応は、必ずしも同一のものである必要はありません。虐待対応

に係る保護者対応については、事前準備で統一した方向性を検討することが重要ですが、

ここでは、教頭と担任教員の対応の違いを表すのも一つの方法です。 

    ※例えば、教頭は保護者に同情的な発言が多いが、担任教員は虐待対応の原則に沿った対応をするなど。 

 

（３）目的・留意点 

 ・このロールプレイングの目的は、いかに保護者に一時保護は児童相談所の判断であり、通 

  告やその経緯については明かせないかを説明し、納得してもらうことです。 

 

 ・ここで注意したいことは、保護者役は、学校の説明や説得に対して頑として理解を示さな 

かったり、話を一切聞かなかったりといった対応では、ロールプレイングの意味がなくな 

ってしまうので、相応のやり取りを行うことを心がけてください。 

 

（４）オブザーバーの注意点 

 ・目的にもあるように、保護者に対する説明の適切さと保護者からの共感を得られるかがポ

イントです。学校側のロールプレイヤーが、①一時保護の判断は児童相談所が行ったもの

であることを丁寧に説明しているか、②通告元は明かせないことを理解できるように説明

しているか、といった点を中心に適切に評価してください。 
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（５）ロールプレイング（事例） 

   ・ここでは、前述のロールプレイングを実施する際の応答で、特に保護者側の発言例を示し 

ます。前述の「目的・留意点」「オブザーバーの注意点」に留意しながら、実際にロール

プレイングを実施する際の参考としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保護者：「昨日からうちの子が児童相談所に連れていかれた。 

     俺は何もしていないのに、虐待を疑われたんだぞ。 

     お前らにこの気持ちがわかるか。」 

 

 教 頭：「  － 応 答 －              」 

 

 保護者：「児童相談所が俺に面会すると言っている。なぜ俺だけが疑われているんだ！ 

     おまえらも同罪だろうが！ 

     うちの子のけがは、俺のせいではない。 

     学校でできたけがだ。」 

 

 担 任：「  － 応 答 －              」 

 

 保護者：「学校ではけがをしていないなんて、誰が分かるんだ！ 

     うちの子は少しやんちゃだから、学校でしょっちゅうけがをするんだ。 

     子どもがけがをしてもほっとく学校が悪いんじゃないのか。」 

 

 教 頭：「  － 応 答 －              」 

 

 保護者：「じゃあ、誰があのけがをさせたっていうんだよ。 

     誰も分からないだろうが！」 

 

 担 任：「  － 応 答 －              」 

 

 保護者：「わかった。じゃあ、児童相談所の面会にはお前らも一緒にきてくれ。 

     誰のせいか、はっきりさせようじゃないか。」 

 

 教 頭：「  － 応 答 －              」 

 

 保護者：「ふん。これからも学校に寄らせてもらうからな。 

     誰が悪いのかはっきりさせようじゃないか。」 
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ケース２「要保護児童等の情報保護の対応」 
 

（１）所要時間（目安）：３０分 

 事例把握：１０分、ロールプレイング：１０分、評価・講評：１０分） 

 

（２）場面と設定 
・ここでは、過去に一時保護された児童（現在は親戚家庭に預けられている。）について、 

 虐待が発見された経緯や発見者、児童相談所への通告を行った者は誰なのか等、保護者 

 が質問してきます。 

 

   ・場所は学校内の面談室です。 

 

   ・登場人物は、学校の教頭、保護者の２名です。 

 

   ・保護者は比較的、冷静な態度ですが、個人情報保護条例による開示請求や学校の情報保持 

    についての責任論を振りかざし、この場で情報を提供するように迫ってきます。 

 

   ※このケースのロールプレイングは、教育委員会を舞台として教育委員会の職員間での研修 

    として行っても効果があると考えられます。 

 

（３）目的・留意点 

   ・このロールプレイングの目的は、法的な根拠の説明や法に基づく対応を早急に求められた 

    場合（この場での資料の提示など）、その要求は、この場ですぐには回答できないことを 

    説明し、納得してもらうことです。 

 

   ・ここで注意したいことは、保護者役との会話において、法の解釈の議論や責任についての 

    水掛け論に陥らないようにすることです。また、ケース１と同じく、学校の説明や説得に 

    対して頑として理解を示さなかったり、話を一切聞かなかったりといった対応では、ロー 

    ルプレイングの意味がなくなってしまうので、相応のやり取りを行うことを心がけてくだ 

    さい。 

 

（４）オブザーバーの注意点 

 ・学校や教育委員会が行政機関の一つとして、実施した業務について法的な根拠を求められ 

  た場合、回答する必要がありますが、それが、幼児児童生徒の生命又は身体に支障が生じ 

  るおそれや、権利利益を侵害するおそれがないかどうか等を、関係する法令に照らして検 

  討し、場合によっては、関係機関と協議するため、回答することを保留することを伝える 

  こともあります。 

 

・そのことを、回答の引き延ばしと思われないように、関係機関と協議することや、場合に 

  よっては、回答できないことを明確に伝えることができているかについて、適切に評価し 

  てください。 
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（５）ロールプレイング（事例） 

   ・ここでは、前述のロールプレイングを実施する際の応答で、特に保護者側の発言例を示し 

ます。前述の「目的・留意点」「オブザーバーの注意点」に留意しながら、実際にロール

プレイングを実施する際の参考としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者：「児童相談所に通告したのは誰か知りたい。 

     虐待の証拠はどこにあるのか？」 

 

 教 頭：「  － 応 答 －              」 

 

 保護者：「そんなことを聞いているのではない。 

学校が児童相談所に通告したのは、何故だと聞いている。」 

 

 教 頭：「  － 応 答 －              」 

 

 保護者：「判断したのが児童相談所でも、誰かがいい加減な証拠で言いがかりをつけ 

     ているのは明らかだ。 

誰が、何の証拠で通告したんだと聞いている。」 

 

 教 頭：「  － 応 答 －              」 

 

 保護者：「学校に責任が無いと言いたいのか。 

     児童相談所でも確認する。今、説明したほうが早いと思うが。」 

 

 教 頭：「  － 応 答 －              」 

 

 保護者：「市の個人情報保護条例では、本人に関する情報は開示請求はできるはず。 

     個人の家庭のことをなんで学校が隠蔽できるんだ？ 

     開示請求したら情報を出さなければならないんだから、今、説明したほう 

     が手っ取り早いのではないか。」 

 

 教 頭：「  － 応 答 －              」 

 

 保護者：「納得できない。今日はこの辺で終わるが、まだ聞きたいことは山ほどある。 

     誠実に対応してもらいたい。」 
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【２】 関係資料 

１ 児童虐待の早期発見のためのチェックシート 

 学校生活のなかで子どもを観察する際、チェックリストを活用し、虐待の疑いを判断することができ

ます。ただし、チェックリストのどれかに該当するからといって、必ず虐待が行われているということ

ではありません。チェックリストは虐待の「疑い」を発見するきっかけとし、その後の観察や対応につ

なげましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑欄

☑欄

子
ど
も
の
様
子

健康状態
顔色が悪い状態や元気のない状態が続いていたり、体調不良を訴えたりする。

顔や腕、足などにいくつもの傷やけが、やけどの跡がある。

保護者との関わり

保護者の顔色を窺う、意図を察知した行動をする。

保護者といるとおどおどし、落ち着きがない。

保護者がいると必要以上に気を遣い緊張しているが、保護者が離れると安心して表情が明るくなる。

不自然に子どもが保護者と密着している。

食事の状況

食べ物への執着が強く、過度に食べる。

極端な食欲不振が見られる。

友達に食べ物をねだることがよくある。

反社会的な行動（非行） 深夜の徘徊や家出、喫煙、金銭の持ち出しや万引きなどの問題行動を繰り返す。

身なりや衛生状態

からだや衣服の不潔感、髪を洗っていないなどの汚れ、におい、垢の付着、爪が伸びている等がある。

季節にそぐわない服装をしている。

保
護
者
の
様
子

サポート等の状況

経済的な困窮

子どもの発達等に無関心であったり、育児について拒否的な発言がある。

子どもに対して、繰り返し馬鹿にしてからかう、ことあるごとに激しく叱ったり、ののしったりする。

学校等との関わり

長期にわたる欠席が続き、訪問しても子どもに会わせようとしない。

欠席の理由や子どもに関する状況の説明に不自然なところがある。

学校行事への不参加、連絡をとることが困難である。

様子や状況例

10代の妊娠、親としての心構えが整う前の出産。

未熟児、障害、慢性疾患、発育や発達の遅れ（やせ、低身長、歩行や言動の遅れ等）が見られる。

親族以外の同居人の存在、不安定な婚姻状況（結婚、離婚を繰り返す等）。

養育の見通しもないままの無計画な出産による多子。

被虐待歴、愛されなかった思い等、何らかの心的外傷を抱えている。

知識不足、家事、育児能力の不足。

親族や友人などの養育支援者が近くにいない。

近隣との付き合いを拒否する。

必要な支援機関や地域の社会資源からの関わりや支援を拒む。

保護者の離職の長期化、頻繁な借金の取り立て等、経済的な困窮を抱えている。

【その他　気になること、心配なこと】

家
族
・
家
庭
の
状
況

様子や状況例

友達と一緒に遊べなかったり、孤立しがちである。

必要以上に丁寧な言葉遣いやあいさつをする。

繰り返し嘘をつく、空想的な言動が増える。

教員等の顔色を伺ったり、接触をさけようとしたりする。

表情が乏しく、受け答えが少ない。

ボーっとしている、急に気力がなくなる。

落ち着きがなく、過度に乱暴だったり、弱い者に対して暴力をふるったりする。

他者とうまく関われず、ささいなことでもすぐにカッとなるなど乱暴な言動が見られる。

大人に対して反抗的、暴言を吐く。

激しいかんしゃくをおこしたり、かみついたりするなど攻撃的である。

衣服が破れたり、汚れている。

虫歯の治療が行われていない。

孤立

養育に協力する人の不在

妊娠、出産

「かわいくない」「にくい」など差別的な発言がある。

理由がはっきりしない欠席・遅刻・早退が多い。

きょうだいの面倒を見るため、欠席・遅刻・早退が多い。

なにかと理由をつけてなかなか家に帰りたがらない。

理想の押しつけや年齢不相応な要求がある。

発達にそぐわない厳しいしつけや行動制限をしている。

自暴自棄な言動がある。

きょうだいに対しての差別的な言動や特定の子どもに対して拒否的な態度をとる。

きょうだいで服装や持ち物などに差が見られる。

精神科への受診歴、相談歴がある。（精神障害者保健福祉手帳の有無は問わない）

アルコール依存（過去も含む）や薬物の使用歴がある。

子育てに関する強い不安がある。

保護者自身の必要な治療行為を拒否する。

些細なことでも激しく怒るなど、感情や行動のコントロールができない。

被害者意識が強く、事実と異なった思い込みがある。

他児の保護者との対立が頻回にある。

予期しない妊娠・出産、祝福されない妊娠・出産。

夫婦間の口論、言い争いがある。

絶え間なくけんかがあったり、家族（同居者間の暴力）不和がある。

家中ゴミだらけ、異臭、シラミがわく、放置された多数の動物が飼育されている。

理由のわからない頻繁な転居がある。

若年の妊娠、出産

家族間の暴力、不和

住居の状態

生育上の問題

複雑な家族構成

※不適切な養育状況以外の理由によっても起こる可能性の高い事項のため、注意深く様子を見守り、把握された状況をご相談くださ
い。

　虐待の発生予防のために、保護者への養育支援の必要性が考えられる児童等（「要支援児童等」）の様子や
状況例　【学齢期以降】

子どもへの関わり・対応

きょうだいとの差別

心身の状態
（健康状態）

気になる行動

※
参
考
事
項

担任の教員等を独占したがる、用事がなくてもそばに近づいてこようとするなど、過度のスキンシップを求める。

警戒心が強く、音や振動に過剰に反応し、手を挙げただけで顔や頭をかばう。

過度に緊張し、教員等と視線が合わせられない。

きょうだいが著しく多い

保護者の生育歴

養育技術の不足

登校状況等

気になる行動

精神的に不安定

無関心、無反応

攻撃性が強い

○このシートは、要支援児童等かどうか判定するものではなく、あくまでも目安の一つとしてご利用ください。

○様子や状況が複数該当し、その状況が継続する場合には「要支援児童等」に該当する可能性があります。

○支援の必要性や心配なことがある場合には、子どもの居住地である市町村に連絡してください。

【 学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き（文部科学省令和元年５月９日）より 】 
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２ 虐待通告シート 

  

　様式○

記録日

ふりがな

氏名

生年月日

住所

ふりがな ふりがな

氏名 氏名

職業 職業

続柄 続柄

年齢 年齢

電話 電話

住所

※幼稚園は本様式を適宜修正してお使いください。

※必要に応じて自由様式で情報を追記するなどして適宜活用してください。（不明な箇所は空欄でも構いません）

※本様式をもって児童相談所や市町村への通告、教育委員会や警察への連絡に活用することも考えられます。

立　 　　　　　学校

虐待と思われる事案の記録（例）

学校での
様子

子ども

　　　 令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日　  　歳　　男・女

通告先（児童
相談所か市町
村）

その他の通報
先（警察、教
育委員会等）

・通告日、通告先、担当者

・指示助言内容など

・通報日、通報先、担当者

・指導助言内容など

家庭の状況

・きょうだいの状況（学校、学年組、年齢　等）

・同居家族の状況

虐待と思われ
る内容

・誰から、いつから、頻度、どのような

・外傷等の状況

　※必要に応じて外傷についてのスケッチを記載

・本人の説明

就業状況

　　　　　　立　　　　　　　　　学校　　　　　 年　　 　組

（出席状況）　　　良好　・　欠席がち　・　不登校状態

  具体的に→

保護者
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３ 関係機関一覧 

 

住所

鳥取市江津３１８－１ ０８５７－２３－６０８０

倉吉市宮川町２丁目３６ ０８５８－２３－１１４１

米子市博労町４丁目５０ ０８５９－３３－１４７１

鳥取市 こども家庭相談センター
鳥取市富安２丁目１０４－２
さざんか会館３階

０８５７－２０－０１２２
月～金８時３０分～１７時１５分以

外　年末年始・祝日以外で緊急の

場合は０８５７－２２－８１１１

米子市
こども相談課
家庭児童相談室

米子市錦町１丁目１３９－３
ふれあいの里３階

倉吉市 子ども家庭課 倉吉市堺町２丁目２５３番地１

境港市 子育て支援課 境港市上道町３０００

岩美町 住民生活課 岩美郡岩美町浦富６７５－１

若桜町 保健センター 八頭郡若桜町若桜８０１－５

智頭町 福祉事務所 八頭郡智頭町大字智頭１８７５

八頭町 保健課 八頭郡八頭町宮谷２５４番地１

三朝町 町民課 東伯郡三朝町大瀬９９９－２

湯梨浜町 子育て支援課 東伯郡湯梨浜町久留１９－１

琴浦町 子育て応援課 東伯郡琴浦町大字徳万５９１－２

北栄町 福祉課 東伯郡北栄町由良宿４２３－１

日吉津村 福祉保健課 西伯郡日吉津村大字日吉津８７２－１５

大山町 福祉介護課
西伯郡大山町御来屋４６７
大山町保健センターなわ

南部町 子育て支援課 西伯郡南部町倭４８２

伯耆町 福祉課 西伯郡伯耆町吉長３７－３

日南町 福祉保健課 日野郡日南町生山５１１－５

日野町 健康福祉課 日野郡日野町根雨１０１

江府町 福祉保健課 日野町江府町江尾２０８８－３

鳥取市立川町５丁目４１７

倉吉市山根５８３－３

米子市上後藤４－２－３６

児童相談所

児童家庭
支援センター

市町村

虐待に関する通告・相談先

子ども家庭支援センター
「希望館」

児童家庭支援センター
くわの実

児童家庭支援センター
米子みその

月～金
８時３０分～１７時１５分

緊急を要する場合
２４時間受付

相談機関名

鳥取県福祉相談センター
【中央児童相談所】

鳥取県倉吉児童相談所

鳥取県米子児童相談所

０８５９－２３－５１７６

０８５８－２２－８１２０

０８５９－４７－１０７５

電話番号

０８５９－６６－５５２５

０８５９－６８－５５３４

０８５９－８２－０３７４

０８５９－７２－０３３４

０８５８－３５－５３２２

０８５８－２７－１３３３

０８５８－３７－５８５２

０８５９－２７－５９５２

０８５９－５４－５２０７

０８５７－７３－１４１５

０８５８－８２－２２１４

０８５８－７５－４１０２

０８５８－７２－３５６６

０８５８－４３－３５０５

０８５９－７５－６１１１

０８５７－２７－４１５３　（２４時間受付（相談））

０８５８－２４－６３０６　（２４時間受付（相談））

０８５９－２１－５０８５　（２４時間受付（相談））

児童相談所　全国共通ダイヤル　「１８９」　（２４時間受付・通話料無料）
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もしものために 

～地域の連絡先等を記載してください～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通告先：市町村（虐待対応担当課）】※上記①～④以外 

→             課（係） 

～市町村虐待対応担当課～ 

TEL  （              ） 

 

→通告について教育委員会等設置者にも連絡 

【通告先：児童相談所】 

①明らかな外傷（打撲傷、あざ（内出血）、骨折、刺傷、やけどなど）があり、身体的虐待

が疑われる場合 

②生命、身体の安全に関わるネグレクト（栄養失調、医療放棄など）があると疑われる場合 

③性的虐待が疑われる場合 

④子どもが家に帰りたくないと言った場合（子ども自身が保護・救済を求めている場合） 

 

⇒            児童相談所 

TEL  （              ） 

※児童相談所 全国共通ダイヤル「１８９」 

 

→上記①～③及び子どもの生命・身体に対する危険性、緊急性が高いと考えられる場合には

警察にも通報（⇒      警察     課 ＴＥＬ（          ）） 

 

→通告について教育委員会等設置者にも連絡 
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＜関係法規等＞ 

 

○「児童福祉法」 

○「児童虐待の防止等に関する法律」 

○「学校教育法」 

○「学校教育施行令」 

○「個人情報の保護に関する法律」 

○学校等における児童虐待防止に向けた取組の推進について（通知） 

平成１８年６月５日 １８初児生第１１号 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知 

○児童虐待防止に向けた学校における適切な対応の徹底について（通知） 

平成２２年１月２６日 ２１初児生第２９号 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知 

○学校等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について（通知） 

平成２２年３月２４日 ２１文科初７７５号 文部科学大臣政務官通知 

○児童虐待の防止等のための学校、教育委員会等の的確な対応について（通知） 

平成２２年３月２４日 ２１７７５号 文部科学大臣政務官通知 

○一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る適切な対応及び児童虐待防止対策に係る対応 

 について（通知） 

平成２７年７月３１日 ２７文科初３３５号 文部科学省初等中等教育局長通知 

○児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について 

令和元年６月２６日 内閣府男女共同参画局長、厚生労働省子ども家庭局長 

○児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について 

令和元年７月１９日 文部科学省 

○児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について 

平成３１年２月２８日 内閣府、厚生労働省、文部科学省 

○学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供

について 

平成３１年２月２８日 内閣府、厚生労働省、文部科学省 

○要保護児童対策地域協議会構成員への参画について（依頼） 

令和元年８月１日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長 

※下線付き法規・通知等はＰ.６４以降を参照 

 

＜参考資料＞ 

 

○「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（文部科学省 令和元年５月９日） 

○「学校現場における虐待防止に関する研修教材」（文部科学省 令和２年１月２３日） 

○「養護教諭のための児童虐待対応の手引」（文部科学省 平成１９年１０月） 

○「子ども虐待対応の手引き」（厚生労働省 平成２５年８月） 

○「児童虐待に関する法的知識、要対協の役割と児童相談所との連携、機関連携と学校教育における個

人情報保護」（弁護士 峯本 耕治 氏） 

○「学校・幼稚園におけるＤＶ対応マニュアル」（鳥取県教育委員会 平成１７年１１月） 

○「教職員のための児童虐待対応マニュアル」（千葉県教育庁教育振興部指導課 平成１９年３月） 

○「教職員のための児童虐待の手引き」（奈良県教育委員会 平成２０年１２月） 

○「未然防止、早期発見・早期対応のために～学校や教職員は何をするべきか」 

    （香川県教育委員会 平成２１年８月） 

○「子どもの笑顔を守りたい～児童虐待の早期発見・早期対応のために学校は何をすべきか」 

（岐阜県教育委員会 平成２５年５月） 

○「教職員・保育従事者のための児童虐待対応の手引き（第二版）」 

（岡山県教育庁人権教育課 平成３０年３月） 

○「教職員・保育従事者のための児童虐待対応マニュアル」  （埼玉県教育委員会 平成３０年３月） 
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（関係法規等） 

 

児童虐待の防止等に関する法律 

（平成２９年６月２１日公布（平成２９年法律第６９号）改正） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身

の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における

将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待

の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する

国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支

援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策

を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

 

（児童虐待の定義） 

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、

未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）

がその監護する児童（十八歳に満たない者をいう。以下同じ。）について

行う次に掲げる行為をいう。 

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えるこ

と。 

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為を

させること。 

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放

置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行

為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する

家庭における配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な攻

撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。）その他の児童に

著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

 

（児童に対する虐待の禁止） 

第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速か

つ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援（児童虐待を受け

た後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二

項において同じ。）並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合

の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭（家庭における養

育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）で生活するため

に必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間そ

の他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援、医療の

提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努

めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教

職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、

弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見

し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な

措置を講ずるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支

援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関

係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受

けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質

の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、

児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要

な広報その他の啓発活動に努めなければならない。 

５ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく

重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早

期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行

った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の

職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のため

に必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。 

６ 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することに

ついて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、

できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。 

７ 何人も、児童の健全な成長のために、家庭（家庭における養育環境

と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）及び近隣社会の連帯が

求められていることに留意しなければならない。 

 

（児童虐待の早期発見等） 

第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のあ

る団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健

師、助産師、看護師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、

児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見

に努めなければならない。 

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並び

に児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共

団体の施策に協力するよう努めなければならない。 

３ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防

止のための教育又は啓発に努めなければならない。 

 

（児童虐待に係る通告） 

第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、

これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は

児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童

相談所に通告しなければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十

四号）第二十五条第一項の規定による通告とみなして、同法の規定を適

用する。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守

秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵

守を妨げるものと解釈してはならない。 

 

第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条

第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市

町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その

他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項

であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 
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（通告又は送致を受けた場合の措置） 

第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規

定による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応

じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得

つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措

置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

一 児童福祉法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号又は

第二十五条の八第一号の規定により当該児童を児童相談所に送致するこ

と。 

二 当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査若しく

は質問、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は児

童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施

が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知する

こと。 

２ 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十

五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号若しくは第二十五条の八第

一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近

隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、

当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講

ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

一 児童福祉法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行

い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせること。 

二 児童福祉法第二十六条第一項第三号の規定により当該児童のうち第

六条第一項の規定による通告を受けたものを市町村に送致すること。 

三 当該児童のうち児童福祉法第二十五条の八第三号に規定する保育の

利用等（以下この号において「保育の利用等」という。）が適当であると

認めるものをその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長へ報告し、

又は通知すること。 

四 当該児童のうち児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童

健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第五項

に規定する養育支援訪問事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠

点事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、子ども・子

育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条第一号に掲げる

事業その他市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業の実施が適

当であると認めるものをその事業の実施に係る市町村の長へ通知するこ

と。 

３ 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、市町村若しくは児童

相談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれを行うものとす

る。 

（出頭要求等） 

第八条の二 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると

認めるときは、当該児童の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭する

ことを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をし

て、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、

その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、こ

れを提示させなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者の出頭を求め

ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護者に

対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場

所、同伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面により告知

しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による出頭の求めに

応じない場合は、次条第一項の規定による児童委員又は児童の福祉に関

する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問その他の必要な措置

を講ずるものとする。 

 

（立入調査等） 

第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認め

るときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、

児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることがで

きる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係

者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する

職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条の規定による

児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査

又は質問とみなして、同法第六十一条の五の規定を適用する。 

（再出頭要求等） 

第九条の二 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一

項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童

の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又

は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認め

るときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、

児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調

査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証

明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させ

なければならない。 

２ 第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて

準用する。 

（臨検、捜索等） 

第九条の三 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第

一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児

童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、

又は忌避した場合において、児童虐待が行われている疑いがあるときは、

当該児童の安全の確認を行い、又はその安全を確保するため、児童の福

祉に関する事務に従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在

地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらか

じめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又

は当該児童を捜索させることができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、

児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問を

させることができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の許可状（以下「許可状」という。）を請求

する場合においては、児童虐待が行われている疑いがあると認められる

資料、臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在すると認めら

れる資料及び当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立入り又は

調査を拒み、妨げ、又は忌避したことを証する資料を提出しなければな

らない。 

４ 前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家庭裁判所又は

簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所又は捜索すべき児童の氏名並び

に有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還

しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記
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名押印した許可状を都道府県知事に交付しなければならない。 

５ 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員

に交付して、第一項の規定による臨検又は捜索をさせるものとする。 

６ 第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者

がその監護する児童に対して行うものであるために他人から認知される

こと及び児童がその被害から自ら逃れることが困難である等の特別の事

情から児童の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあること

にかんがみ特に設けられたものであることを十分に踏まえた上で、適切

に運用されなければならない。 

（臨検又は捜索の夜間執行の制限） 

第九条の四 前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間で

もすることができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、

してはならない。 

２ 日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要が

あると認めるときは、日没後まで継続することができる。 

（許可状の提示） 

第九条の五 第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索の許可状は、

これらの処分を受ける者に提示しなければならない。 

（身分の証明） 

第九条の六 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第

一項の規定による臨検若しくは捜索又は同条第二項の規定による調査若

しくは質問（以下「臨検等」という。）をするときは、その身分を示す証

票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなら

ない。 

（臨検又は捜索に際しての必要な処分） 

第九条の七 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第

一項の規定による臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠

をはずし、その他必要な処分をすることができる。 

（臨検等をする間の出入りの禁止） 

第九条の八 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする

間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを

禁止することができる。 

（責任者等の立会い） 

第九条の九 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第

一項の規定による臨検又は捜索をするときは、当該児童の住所若しくは

居所の所有者若しくは管理者（これらの者の代表者、代理人その他これ

らの者に代わるべき者を含む。）又は同居の親族で成年に達した者を立ち

会わせなければならない。 

２ 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができ

ないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の地方公共団体の職

員を立ち会わせなければならない。 

 

（警察署長に対する援助要請等） 

第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認を行おうと

する場合、又は同項第一号の一時保護を行おうとし、若しくは行わせよ

うとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認める

ときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援

助を求めることができる。都道府県知事が、第九条第一項の規定による

立入り及び調査若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合

についても、同様とする。 

２ 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確

保に万全を期する観点から、必要に応じ迅速かつ適切に、前項の規定に

より警察署長に対し援助を求めなければならない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、

児童の生命又は身体の安全を確認し、又は確保するため必要と認めると

きは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために

必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法

令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 

（調書） 

第十条の二 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第

一項の規定による臨検又は捜索をしたときは、これらの処分をした年月

日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人と

ともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印

をせず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば

足りる。 

（都道府県知事への報告） 

第十条の三 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等を終え

たときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 

（行政手続法の適用除外） 

第十条の四 臨検等に係る処分については、行政手続法（平成五年法律

第八十八号）第三章の規定は、適用しない。 

（審査請求の制限） 

第十条の五 臨検等に係る処分については、審査請求をすることができ

ない。 

（行政事件訴訟の制限） 

第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法（昭和三十

七年法律第百三十九号）第三十七条の四の規定による差止めの訴えを提

起することができない。 

 

（児童虐待を行った保護者に対する指導等） 

第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一

項第二号の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の

児童虐待を受けた児童が家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境

及び良好な家庭的環境を含む。）で生活するために必要な配慮の下に適切

に行われなければならない。 

２ 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二

号の措置が採られた場合においては、当該保護者は、同号の指導を受け

なければならない。 

３ 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府

県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受けるよう勧告することが

できる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告

に従わない場合において必要があると認めるときは、児童福祉法第三十

三条第二項の規定により児童相談所長をして児童虐待を受けた児童の一

時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させ、

同法第二十七条第一項第三号又は第二十八条第一項の規定による措置を

採る等の必要な措置を講ずるものとする。 

５ 児童相談所長は、第三項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧

告に従わず、その監護する児童に対し親権を行わせることが著しく当該

児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、適切に、児童福祉法第三

十三条の七の規定による請求を行うものとする。 
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（面会等の制限等） 

第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項

第三号の措置（以下「施設入所等の措置」という。）が採られ、又は同法

第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合

において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要

があると認めるときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所等

の措置が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に

規定する施設の長は、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童虐

待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限する

ことができる。 

一 当該児童との面会 

二 当該児童との通信 

２ 前項の施設の長は、同項の規定による制限を行った場合又は行わな

くなった場合は、その旨を児童相談所長に通知するものとする。 

３ 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二

十八条の規定によるものに限る。）が採られ、又は同法第三十三条第一項

若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児

童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたと

すれば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等再び児童虐待

が行われるおそれがあり、又は当該児童の保護に支障をきたすと認める

ときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当該児童の住所又は居所

を明らかにしないものとする。 

第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童

福祉法第二十八条の規定によるものを除く。以下この項において同じ。）

が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引

き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるに

もかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護

者が前条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該

児童について当該施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反し、

これを継続することが困難であると認めるときは、児童相談所長は、次

項の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項の規定により当該児

童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせ

ることができる。 

２ 児童相談所長は、前項の一時保護を行った、又は行わせた場合には、

速やかに、児童福祉法第二十六条第一項第一号の規定に基づき、同法第

二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報

告しなければならない。 

第十二条の三 児童相談所長は、児童福祉法第三十三条第一項の規定に

より、児童虐待を受けた児童について一時保護を行っている、又は適当

な者に委託して、一時保護を行わせている場合（前条第一項の一時保護

を行っている、又は行わせている場合を除く。）において、当該児童につ

いて施設入所等の措置を要すると認めるときであって、当該児童虐待を

行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われる

おそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引

渡しを求めること、当該保護者が第十二条第一項の規定による制限に従

わないことその他の事情から当該児童について施設入所等の措置を採る

ことが当該保護者の意に反すると認めるときは、速やかに、同法第二十

六条第一項第一号の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入

所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。 

第十二条の四 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児

童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第一

項若しくは第二項の規定による一時保護が行われ、かつ、第十二条第一

項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲

げる行為の全部が制限されている場合において、児童虐待の防止及び児

童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、厚生

労働省令で定めるところにより、六月を超えない期間を定めて、当該保

護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所

において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居

所、就学する学校その他その通常所在する場所（通学路その他の当該児

童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。）の付

近をはいかいしてはならないことを命ずることができる。 

２ 都道府県知事又は児童相談所長は、前項に規定する場合において、

引き続き児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必

要があると認めるときは、六月を超えない期間を定めて、同項の規定に

よる命令に係る期間を更新することができる。 

３ 都道府県知事又は児童相談所長は、第一項の規定による命令をしよ

うとするとき（前項の規定により第一項の規定による命令に係る期間を

更新しようとするときを含む。）は、行政手続法第十三条第一項の規定に

よる意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければな

らない。 

４ 第一項の規定による命令をするとき（第二項の規定により第一項の

規定による命令に係る期間を更新するときを含む。）は、厚生労働省令で

定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。 

５ 第一項の規定による命令が発せられた後に施設入所等の措置が解除

され、停止され、若しくは他の措置に変更された場合、児童福祉法第三

十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が解除された場合又

は第十二条第一項の規定による制限の全部若しくは一部が行われなくな

った場合は、当該命令は、その効力を失う。同法第二十八条第三項の規

定により引き続き施設入所等の措置が採られ、又は同法第三十三条第六

項の規定により引き続き一時保護が行われている場合において、第一項

の規定による命令が発せられたときであって、当該命令に係る期間が経

過する前に同法第二十八条第二項の規定による当該施設入所等の措置の

期間の更新に係る承認の申立てに対する審判又は同法第三十三条第五項

本文の規定による引き続いての一時保護に係る承認の申立てに対する審

判が確定したときも、同様とする。 

６ 都道府県知事又は児童相談所長は、第一項の規定による命令をした

場合において、その必要がなくなったと認めるときは、厚生労働省令で

定めるところにより、その命令を取り消さなければならない。 

 

（施設入所等の措置の解除等） 

第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等

の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条

第一項第二号の措置が採られた場合において、当該児童について採られ

た施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者につ

いて同号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、

当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び

児童虐待が行われることを予防するために採られる措置について見込ま

れる効果その他厚生労働省令で定める事項を勘案しなければならない。 

２ 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置

が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項の規定による一時保護が行

われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置又は

行われた一時保護を解除するときは、当該児童の保護者に対し、親子の
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再統合の促進その他の児童虐待を受けた児童が家庭で生活することを支

援するために必要な助言を行うことができる。 

３ 都道府県知事は、前項の助言に係る事務の全部又は一部を厚生労働

省令で定める者に委託することができる。 

４ 前項の規定により行われる助言に係る事務に従事する者又は従事し

ていた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（施設入所等の措置の解除時の安全確認等） 

第十三条の二 都道府県は、児童虐待を受けた児童について施設入所等

の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項の規定による一時保

護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措

置若しくは行われた一時保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰

宅するときは、必要と認める期間、市町村、児童福祉施設その他の関係

機関との緊密な連携を図りつつ、当該児童の家庭を継続的に訪問するこ

とにより当該児童の安全の確認を行うとともに、当該児童の保護者から

の相談に応じ、当該児童の養育に関する指導、助言その他の必要な支援

を行うものとする。 

（児童虐待を受けた児童等に対する支援） 

第十三条の三 市町村は、子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規

定する特定教育・保育施設（次項において「特定教育・保育施設」とい

う。）又は同法第四十三条第三項に規定する特定地域型保育事業（次項に

おいて「特定地域型保育事業」という。）の利用について、同法第四十二

条第一項若しくは第五十四条第一項の規定により相談、助言若しくはあ

っせん若しくは要請を行う場合又は児童福祉法第二十四条第三項の規定

により調整若しくは要請を行う場合には、児童虐待の防止に寄与するた

め、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。 

２ 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子育て支援法第二十九条

第一項に規定する特定地域型保育事業者は、同法第三十三条第二項又は

第四十五条第二項の規定により当該特定教育・保育施設を利用する児童

（同法第十九条第一項第二号又は第三号に該当する児童に限る。以下こ

の項において同じ。）又は当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保

育事業を利用する児童を選考するときは、児童虐待の防止に寄与するた

め、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力

に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の

改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援そ

の他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければな

らない。 

（資料又は情報の提供） 

第十三条の四 地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、

学校その他児童の医療、福祉又は教育に関係する機関（地方公共団体の

機関を除く。）並びに医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福

祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は教育に関連す

る職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長

又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、

これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、

その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたと

きは、当該資料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する

福祉事務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は

業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由が

あるときは、これを提供することができる。ただし、当該資料又は情報

を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護者そ

の他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認

められるときは、この限りでない。 

（都道府県児童福祉審議会等への報告） 

第十三条の五 都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項に規定する都

道府県児童福祉審議会（同条第一項ただし書に規定する都道府県にあっ

ては、地方社会福祉審議会）に、第九条第一項の規定による立入り及び

調査又は質問、臨検等並びに児童虐待を受けた児童に行われた同法第三

十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身

に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他の厚生労働省令で

定める事項を報告しなければならない。 

 

（親権の行使に関する配慮等） 

第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、民法（明治

二十九年法律第八十九号）第八百二十条の規定による監護及び教育に必

要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切

な行使に配慮しなければならない。 

２ 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯

罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責

めを免れることはない。 

 

（親権の喪失の制度の適切な運用） 

第十五条 民法に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児

童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければなら

ない。 

 

（延長者等の特例） 

第十六条 児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者（以下この条

において「延長者」という。）、延長者の親権を行う者、未成年後見人そ

の他の者で、延長者を現に監護する者（以下この項において「延長者の

監護者」という。）及び延長者の監護者がその監護する延長者について行

う次に掲げる行為（以下この項において「延長者虐待」という。）につい

ては、延長者を児童と、延長者の監護者を保護者と、延長者虐待を児童

虐待と、同法第三十一条第二項から第四項までの規定による措置を同法

第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による措置と

みなして、第十一条第一項から第三項まで及び第五項、第十二条の四並

びに第十三条第一項の規定を適用する。 

一 延長者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える

こと。 

二 延長者にわいせつな行為をすること又は延長者をしてわいせつな行

為をさせること。 

三 延長者の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の

放置、延長者の監護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為

と同様の行為の放置その他の延長者の監護者としての監護を著しく怠る

こと。 

四 延長者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、延長者が同居

する家庭における配偶者に対する暴力その他の延長者に著しい心理的外

傷を与える言動を行うこと。 

２ 延長者又は児童福祉法第三十三条第十項に規定する保護延長者（以

下この項において「延長者等」という。）、延長者等の親権を行う者、未

成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者（以下この項にお
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いて「延長者等の監護者」という。）及び延長者等の監護者がその監護す

る延長者等について行う次に掲げる行為（以下この項において「延長者

等虐待」という。）については、延長者等を児童と、延長者等の監護者を

保護者と、延長者等虐待を児童虐待と、同法第三十一条第二項から第四

項までの規定による措置を同法第二十七条第一項第一号から第三号まで

又は第二項の規定による措置と、同法第三十三条第八項から第十一項ま

での規定による一時保護を同条第一項又は第二項の規定による一時保護

とみなして、第十一条第四項、第十二条から第十二条の三まで、第十三

条第二項から第四項まで、第十三条の二、第十三条の四及び第十三条の

五の規定を適用する。 

一 延長者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え

ること。 

二 延長者等にわいせつな行為をすること又は延長者等をしてわいせつ

な行為をさせること。 

三 延長者等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間

の放置、延長者等の監護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる

行為と同様の行為の放置その他の延長者等の監護者としての監護を著し

く怠ること。 

四 延長者等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、延長者等が

同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の延長者等に著しい心

理的外傷を与える言動を行うこと。 

 

（大都市等の特例） 

第十七条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令

で定めるものは、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五

十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第

二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）並びに

児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市において

は、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談

所設置市（以下「指定都市等」という。）が処理するものとする。この場

合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関す

る規定として指定都市等に適用があるものとする。 

 

（罰則） 

第十八条 第十二条の四第一項（第十六条第一項の規定によりみなして

適用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による命令（第

十二条の四第二項（第十六条第一項の規定によりみなして適用する場合

を含む。）の規定により第十二条の四第一項の規定による命令に係る期間

が更新された場合における当該命令を含む。）に違反した者は、一年以下

の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

 

第十九条 第十三条第四項（第十六条第二項の規定によりみなして適用

する場合を含む。）の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円

以下の罰金に処する。 
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一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る

適切な対応及び児童虐待防止対策に係る対応について

（通知） 

（平成２７年７月３１日 ２７文科初第３３５号 文部科学省初等中等

教育局長通知） 

 

児童虐待への対応については，「児童虐待の防止等のための学校，教育

委員会等の的確な対応について」（平成２２年３月２４日付け２１文科初

第７７７号）（参考資料１）等を踏まえ，学校や教育委員会等において，

これまでも様々な努力がなされているところですが，児童虐待の相談対

応件数の増加傾向が続くなど，引き続き適切な対応が求められています。 

このような状況の下，「児童福祉法」（昭和２２年法律第１６４号）に

基づく一時保護の件数も増加しているところ，この一時保護が行われる

間は学校へ通うことができなくなることがあります。加えて，「配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（平成１３年法律第３

１号）及び「売春防止法」（昭和３１年法律第１１８号）等に基づき婦人

相談所による一時保護が行われている児童生徒及び婦人保護施設に保護

されている児童生徒についても，これらの措置が行われる間は学校へ通

うことができなくなることがあります。 

一方，近年では，例えば，児童相談所の一時保護所において，退職教

員等の学習指導協力員の配置や一定の学習時間の確保等，一時保護が行

われている児童の学習条件を向上させる取組も行われているところです。 

ついては，こうした状況等を踏まえ，一時保護が行われている児童生

徒及び婦人保護施設に保護されている児童生徒（以下「一時保護等が行

われている児童生徒」という。）の指導要録に係る適切な対応等を下記１．

のとおりお示しすることとしました。 

また，関係府省庁によって「児童虐待防止対策等について」（平成２６

年１２月２６日児童虐待防止対策に関する副大臣等会議）（参考資料２）

が取りまとめられており，居住実態が把握できない児童生徒への取組の

ほか，児童虐待の未然防止，早期発見・早期対応等のための速やかな実

施に向けて取り組む主な対応策が示されています。 

これを踏まえ，学校や教育委員会等における児童虐待防止に係る対応

を進める上での留意事項を下記２．のとおり整理しましたので適切な対

応をお願いします。なお，居住実態が把握できない児童生徒への取組に

ついては，「居住実態が把握できない児童への対応について」（平成２７

年３月１６日付け総行住第３３号，２６初初企第５３号，雇児総発９３

１６第１号）が別途通知されていますので，併せて御留意願います。 

ついては，都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び

域内の市区町村教育委員会等に対して，都道府県知事にあっては所轄の

私立学校に対して，国立大学法人の長にあっては設置する附属学校に対

して，株式会社立学校を認定した地方公共団体の長にあっては認可した

学校に対して，これらの趣旨についての周知を図るとともに，適切な対

応がなされるよう御指導をお願いします。なお，本通知に関しては，厚

生労働省と協議済みであり，同省に対し，関係機関等への本通知の内容

の周知方を依頼済みであることを申し添えます。 

 

記 

 

１．一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る適切な対応等

について 

児童相談所の一時保護所の学習環境等については，その充実に向けこ

れまでも学習指導協力員の配置など様々な取組が進められてきたところ

であるが，「児童虐待防止対策等について」において「学校と児童相談所

等関係機関の連携」を推進することが示されたこと等を踏まえれば，一

時保護等が行われている児童生徒の学習状況の評価等についても関係機

関が連携して適切な対応を進める必要がある。 

したがって，一時保護等が行われている児童生徒の指導要録上の取扱

い等について，別紙１及び別紙２によることとするので，これを踏まえ

て適切な対応を行うこと。 

その際，都道府県教育委員会等においては，学校における指導要録上

の取扱い等について各学校の円滑な判断が行われるよう，児童相談所に

おける相談・指導の状況等について，当該児童相談所からの情報提供を

踏まえ，域内の学校に情報提供することが考えられること。また，都道

府県教育委員会等において，児童相談所の求めに応じ，その学習環境を

充実させる観点から，一時保護所の学習指導協力員となる者として退職

教員を紹介する等の協力を行うこと。  

 

２．児童虐待防止対策に係る対応について 

（１）学校等の間の情報共有について 

「児童虐待防止対策等について」においては，「進学・転学の際の学校等

の間の情報共有」を推進することが示されているが，指導要録に記され

ている学習状況や出席日数，健康診断票に記されている健康の状況等は，

支援が必要な幼児児童生徒を発見するに当たって重要な情報となる場合

もあるものである。 

  ついては，進学・転学に当たっては，法令にのっとり行うこととされ

ている進学・転学先への文書の送付はもとより，対面，電話連絡，文書

等による学校間での引継ぎの実施，学校の担当者やスクールソーシャル

ワーカー等によるケース会議の開催等により，支援が必要な幼児児童生

徒に係る学校等の間の適切な連携を進めること。 

  個人情報保護の観点からどこまで情報を引き継げるかについては，適

用される関係法令に基づき各学校等が判断することとなり，一般的には，

公立学校には当該学校を設置する地方公共団体の個人情報保護条例が，

私立学校を設置する学校法人等には「個人情報の保護に関する法律」（平

成１５年法律第５７号）及び関係条例が，国立大学法人には「独立行政

法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５９

号）が適用されるものであること。その際，一般的には， 

 

・設置者を同じくする学校間での引継ぎについては，個人情報の利用目

的の範囲内であることが原則であるが，利用目的の範囲外であっても，

私立学校においては，人の生命，身体等の保護のためや児童生徒の健全

な育成の推進のために特に必要があり，本人の同意を得ることが困難で

ある場合，国立大学法人の設置する学校においては，法令の定める業務

の遂行に必要な範囲で行われるものであり，かつ，相当な理由がある場

合は，保有個人情報の内部利用として認められるときがあること 

・設置者を異にする学校間での引継ぎについては，個人情報の第三者提

供に該当することから，本人の同意を得ることが原則であるが，私立学

校においては，人の生命，身体等の保護のためや児童生徒の健全な育成

の推進のために特に必要があり，本人の同意を得ることが困難である場

合，国立大学法人の設置する学校においては，明らかに本人の利益にな

る場合や，特別な理由がある場合であれば，関係法令上，第三者提供が

認められるときがあること 

・公立学校においては，個人情報保護条例の利用目的や第三者提供に関
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する規定において，類似又は同趣旨の定めがなされていることがあるこ

と 

 

等に留意した上で必要な情報共有を図ること。また，個別の案件で疑

義がある場合は，関係法令を所管する行政の部局へ問い合わせることが

考えられること。 

 

（2）児童虐待等に係る研修の実施について 

「児童虐待防止対策等について」においては，「学校と児童相談所等関

係機関の連携」を推進することが示されており，虐待を発見するポイン

トや，発見後の対応の仕方等について，教職員の理解を一層促進するこ

とが求められる。 

ついては，学校や教育委員会等においては，以下の資料等を参考にす

るとともに，「児童虐待の防止等のための学校，教育委員会等の的確な対

応に関する状況調査結果について」（平成２３年３月４日付け２２初児生

第６５号）（参考資料３）に沿って，児童相談所の職員を講師に招くなど

して，今後とも教職員に対する研修の充実に努めること。 

 

（参考資料） 

１ 児童虐待の定義，関連する法律などの基礎的な知識と近年の状況に

ついては「児童虐待防止対策」（厚生労働省ＨＰに掲載）を参照。 

２ 児童虐待についての学校における対応について 

○ 学校生活の中における児童虐待の兆候等については「児童虐待防止

と学校」（文部科学省ＨＰに掲載）の「第３章学校生活での現れ」を参照。 

○ 学校と福祉機関との役割分担や通告後の対応等については「児童虐

待防止と学校」（文部科学省ＨＰに掲載）の「第６章疑いから通告へ」を

参照。 

 

（３）児童虐待に係る通告についての組織的な対応等について 

 「児童虐待の防止等に関する法律」（平成１２年法律第８２号）の第５

条第１項においては，学校及びその教職員による児童虐待の早期発見の

努力義務が定められており，また，「児童虐待防止対策等について」にお

いても，学校の組織としての「適切な通告の実施」の必要性が改めて示

されていることから，学校及びその教職員は法令の趣旨を理解して児童

虐待に関し適切な通告を行う必要がある。 

 ついては，教育委員会等においては，「児童虐待に係る速やかな通告の

一層の推進について」（平成２４年３月２９日付け２３文科初第１７０７

号）（参考資料４）の別紙３に記載のとおり，虐待の事実が必ずしも明ら

かでなくとも一般の人の目から見れば主観的に児童虐待が疑われる場合

は通告義務が生じることや，法の趣旨に基づくものであれば，その通告

が結果として誤りであったとしても，そのことによって刑事上，民事上

の責任を問われることは基本的には想定されないこと等を改めて学校に

対し周知すること。また，通告は，教育機関と福祉機関の専門性の違い

を尊重しつつ両者が協働していく契機と捉え，教職員個々人の対応に加

え，学校組織として関係法令に沿った適切な対応を行うよう周知するこ

と。 

 

（別紙１）一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る適切

な対応等について 

（別紙２）児童相談所の一時保護所の学習環境が出席扱いを認めるこ

とができるかを判断する際の目安 

（参考資料１）「児童虐待の防止等のための学校、教育委員会等の的確

な対応について（通知）」（平成２２年３月２４日）   

（参考資料２）児童虐待防止対策等について（平成２６年１２月２６

日）（抄）   

（参考資料３）「児童虐待の防止等のための学校、教育委員会等の的確

な対応に関する状況調査結果について（通知）」（平成２３年３月４日）  

（参考資料４）「児童虐待に係る速やかな通告の一層の推進について」  

 

（別紙１）一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る適切な

対応等について 

 

児童福祉法に基づく一時保護が行われている児童生徒は，当該措置が

行われる間，学校へ通うことができなくなることがある。また，配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律及び売春防止法等に

基づき婦人相談所による一時保護が行われている児童生徒及び婦人保護

施設において保護されている児童生徒についても，これらの措置が行わ

れる間は学校へ通うことができなくなることがある。 

一方，近年では，例えば，児童相談所の一時保護所においては，退職

教員等の学習指導協力員の配置や一定の学習時間の確保等，一時保護が

行われている児童生徒の学習条件を向上させる取組も行われている。 

このような状況等を踏まえ，一時保護等が行われている児童生徒につ

いては次のように，指導要録に係る適切な対応等を行うことが必要であ

る。 

 

１．一時保護が行われている児童生徒が児童相談所の一時保護所におい

て学習を行っている場合 

児童相談所の一時保護所で一時保護が行われている児童生徒の中には，

当該施設において，相談・指導を受け，学校における学習活動に遅れが

生じないよう努力している者もいる。このような者の努力を学校として

評価し支援するため，以下の要件を満たす場合には，当該施設において

相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができること

とする。 

（出席扱いの要件） 

一時保護が行われている児童生徒が児童相談所の一時保護所において

相談・指導を受ける場合であって，当該児童生徒の自立を支援する上で

当該相談・指導が有効・適切であると判断され，かつ，以下の要件を満

たすときには校長は指導要録上出席扱いとすることができる。 

 

１ 当該施設と学校との間において，児童生徒の生活指導や学習指導

に関し，十分な連携・協力が保たれていること。 

２ 別紙２を参考としつつ，当該施設において，児童生徒の状況に適

した学習環境が整えられているなど，適切な相談・指導が行われて

いることが確認できること。 

 

 なお，指導要録上出席扱いとした場合，指導要録においては，「小学校，

中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び

指導要録の改善等について（通知）」（平成２２年５月１１日付け２２文

科初第１号（以下「平成２２年通知」という。））を踏まえ，出席日数の

内数として出席扱いとした日数及び当該施設において学習活動を行った

ことを記入すること。 
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２．一時保護等が行われている児童生徒が学習を行っていない場合 

一時保護等が行われている児童生徒については，その心身の状態から

学習が困難であったり，学校に出席できなかったりすることがある。こ

のため，一時保護等が行われている児童生徒が学校に出席できておらず，

かつ，一時保護所又は一時保護所以外の施設で学習を行っていない場合

には，平成２２年通知の別紙１，２及び３中「出席停止・忌引等の日数」

に含めることとされている「非常変災等児童（生徒）又は保護者の責任

に帰すことのできない事由で欠席した場合などで，校長が出席しなくて

もよいと認めた日数」に含める扱いとすることが適当である。 

なお，指導要録においては，平成２２年通知を踏まえ，一時保護等が

行われている児童生徒であることを理由として出席停止・忌引等の日数

としたこと及びその日数を記入すること。 

 

３．その他の留意点 

（１）一時保護所以外の施設で一時保護が行われている児童生徒及び婦

人保護施設において保護されている児童生徒が学校に出席できていない

ときは，これらの措置が児童の福祉を保障する観点等から行われるもの

であることに留意し，１．を参考としつつ，児童生徒の自立を支援する

上で有効・適切であると判断される場合であって，当該児童生徒に対し

これらの措置の実施主体と学校との連携・協力の状況，学習環境等の相

談・指導の状況等を勘案して適切であると認められるとき，出席扱いと

することができることとする。 

また，指導要録上出席扱いとした場合，指導要録においては，平成２

２年通知を踏まえ，出席日数の内数として出席扱いとした日数及び当該

施設において学習活動を行ったことを記入すること。 

 

（２）一時保護等が行われている児童生徒が学校に復帰した際，当該学

校は児童生徒の状況に応じ補習等を実施し，小・中学校における各学校

の課程の修了や高等学校における単位の認定等を適切に行うことが望ま

しいこと。 

 

（別紙２）児童相談所の一時保護所の学習環境が出席扱いを認めること

ができるかを判断する際の目安 

児童相談所については「児童相談所運営指針」（平成２年３月５日付け

児発第１３３号を累次改正）が定められており，その中では，一時保護

所の運営に関し，学習の実施に当たっての配慮事項が定められている。 

学校長は，一時保護が行われている児童生徒について指導要録上出席

扱いとする場合には，児童相談所に置かれている児童福祉司等を通じ，

児童生徒の状況に適した学習環境が整備されていることを確認すること

が必要であり，その際の参考となるよう以下の目安を示すものである。 

 

（１）教育指導の方法・内容 

○児童相談所運営指針に沿って，例えば，午前中は学習指導，午後はス

ポーツ等のプログラムが組まれるなど，一定の教育指導の時間が確保さ

れていること。 

○学校から聴取した状況等も踏まえ，当該児童生徒の学習到達の状況を

適切に評価し，当該児童生徒の状況に応じた方針に基づき，教育指導が

実施されていること。 

○児童相談所や児童生徒の実状に応じて，個別指導と併せて，集団指導

が実施されていること。 

○児童相談所の運営・管理の許す限りにおいて，体験学習が取り入れら

れていること。 

 

（２）教育指導の体制 

○教育指導に当たっては，教員経験やそれに準ずる教育指導の経験のあ

る学習指導協力員や職員が中心となるとともに，その他の職員の協力も

得て，「不登校への対応の在り方について（通知）」（平成１５年５月１６

日付け１５文科初第２５５号）の中の「教育支援センター（適応指導教

室）整備指針（試案）６．指導体制等」を参考にしつつ，個に応じたき

め細かな教育指導がなされる体制となっていること。 

○児童生徒の指導方針等については，心理や福祉に関する専門的な資格

を有する者の協力を得て定められていること。 

 

（３）施設・設備等 

○施設・設備は，保健衛生上，安全上及び管理上適切なものであり，集

団で活動するための部屋，相談室，職員室などを備えていること。 

○体育館等を備えていたり，体育館等を有しない場合は周辺に代替でき

る施設や環境が整えられていたりするなど，スポーツ活動や体験活動の

実施に関する配慮がなされていること。 

○児童生徒の教育指導に必要な教具を備えていること。 
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児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町

村・児童相談所との連携の強化について 

（平成３１年２月２８日 内閣府・厚生労働省・文部科学省） 

 

児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増

加の一途をたどっており、子どもの生命が奪われるなど重大な事件も後

を絶たないなど依然として深刻な社会問題となっている。 

このような状況から、学校等（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学

校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等課程

を置く専修学校、保育所、地域型保育事業所、認定こども園、認可外保

育施設（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５９条の２第１項

に規定する施設をいう。）及び障害児通所支援事業所をいう。以下同じ。）

及びその設置者や市町村・児童相談所等の関係機関に対しては、「児童虐

待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成３０年７月２０日児童虐

待防止対策に関する関係閣僚会議決定）等を踏まえた対応をお願いして

いるところであるが、本年１月に千葉県野田市で発生した小学校４年生

死亡事案を受け、「「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」の

更なる徹底・強化について」（平成３１年２月８日児童虐待防止対策に関

する関係閣僚会議決定）が決定され、児童相談所及び学校における子ど

もの緊急安全確認を実施するなど緊急点検を実施し、抜本的な体制強化

を図ることとされた。 

こうした対応を受け、増加する児童虐待に対応するため、とりわけ、

学校等における児童虐待の早期発見・早期対応、被害を受けた子どもの

適切な保護等について、学校等及びその設置者と市町村・児童相談所が

連携した対応が図られるよう、下記に掲げる取組の徹底を改めてお願い

する。 

なお、児童虐待への対応に当たっては、 

・学校等においては、児童虐待の早期発見・早期対応に努め、市町村

や児童相談所等への通告や情報提供を速やかに行うこと 

 ・児童相談所においては、児童虐待通告や学校等の関係機関からの情

報提供を受け、子どもと家 族の状況の把握、対応方針の検討を行った

上で、一時保護の実施や来所によるカウンセリング、家庭訪問による相

談助言、保護者への指導、里親委託、児童福祉施設への入所措置など必

要な支援・援助を行うこと 

・市町村においては、自ら育児不安に対する相談に応じるとともに、

市町村に設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関として、支援を

行っている子どもの状況把握や支援課題の確認、並びに支援の経過など

の進行管理を恒常的に行い、自ら相談支援を行うことはもとより関係機

関がその役割に基づき対応に当たれるよう必要な調整を行うこと 

 ・警察においては１１０番通報や児童相談所等の関係機関からの情報

提供を受け、関係機関と連携しながら子どもの安全確保、保護を行うと

ともに、事案の危険性・緊急性を踏まえ、事件化すべき事案については

厳正な捜査を行うこと 

等といった固有の責務を関係機関それぞれが有しており、こうした責務

を最大限に果たしていくことを前提として下記の連携などの取組を進め

ることが必要である。 

   

都道府県においては管内市区町村、所轄の私立学校及び関係機関へ、

都道府県教育委員会・指定都市教育委員会においては管内市区町村教育

委員会、所管の学校及び関係機関へ、指定都市・中核市・児童相談所設

置市においては関係機関へ、附属学校を置く国立大学法人及び公立大学

法人においては附属学校へ、独立行政法人国立高等専門学校機構並びに

高等専門学校を設置する地方公共団体、公立大学法人及び学校法人にお

いてはその設置する学校へ、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を

受けた地方公共団体においては認可した学校へそれぞれ周知いただきた

い。 

なお、本通知については、警察庁生活安全局と協議済であることを申

し添える。 

 

記 

 

１．今回事案を踏まえて対策の強化を図るべき事項 

（１） 要保護児童等の通告元に関する情報の取扱いについて  

市町村・児童相談所においては、保護者に虐待を告知する際には子ど

もの安全を第一とするとともに、通告者保護の観点から、通告元（児童

虐待の防止等に関する法律第 6条第 1項に規定する児童虐待に係る通告

を行った者をいう。）は明かせない旨を保護者に伝えることを徹底するこ

と。 

（２）要保護児童等の情報元に関する情報の取扱いについて 

学校等及びその設置者においては、保護者から情報元（虐待を認知す

るに至った端緒や経緯をいう。以下同じ。）に関する開示の求めがあった

場合は、情報元を保護者に伝えないこととするとともに、児童相談所等

と連携しながら対応すること。 

さらに、市町村・児童相談所においては、子どもの安全が確保されない

限り、子どもからの虐待の申し出等の情報元を保護者に伝えないこと。 

現に、保護者との関係等を重視しすぎることで、子どもの安全確保が疎

かになり、重大な事態に至ってしまう事例が生じていることに十分留意

すべきである。 

＜児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策の更なる徹底・強化『2

新たなルールの設定』＞ 

 

（３）保護者からの要求への対応について 

学校等は、保護者が、児童虐待の通告や児童相談所による一時保護、

継続指導等に関して不服があり、保護者から学校等に対して威圧的な要

求や暴力の行使等が予想される場合には、複数の教職員等で対応すると

ともに、即座に設置者に連絡した上で組織的に対応すると同時に、設置

者と連携して速やかに市町村・児童相談所・警察等の関係機関や弁護士

等の専門家と情報共有することとし、関係機関が連携して対応すること。 

学校等の設置者は、保護者が、児童虐待の通告や児童相談所による一

時保護、継続指導等に関して不服があり、保護者から学校等又はその設

置者に対して威圧的な要求や暴力の行使等が予想される場合には、児童

相談所・警察等の関係機関や弁護士等の専門家と情報共有することとし、

関係機関が連携して対応すること。 

また、学校等又はその設置者と関係機関が連携して対応した結果につい

ては、要保護児童対策地域協議会（児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第２５条の２に規定する要保護児童対策地域協議会をいう。以下

同じ。）において、事案を共有し、今後の援助方針の見直し等に活用する

こと。 

＜児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策の更なる徹底・強化『2

新たなルールの設定』＞ 

 

（４）定期的な情報共有に係る運用の更なる徹底について 
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学校等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供については、

本通知と同日付けで「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設

等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」（平成３１

年２月２８日付け内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省総合教

育政策局長、文部科学省初等中等教育局長、文部科学省高等教育局長、

厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

連名通知）を発出し、要保護児童等（要保護児童対策地域協議会におい

て、児童虐待ケースとして進行管理台帳に登録されており、学校等に在

籍する子ども。）の出欠状況や欠席理由等について、学校等から市町村又

は児童相談所へ定期的に情報提供を行うこととし、その適切な運用をお

願いしたところである。 

当該通知の運用に当たっては、当該要保護児童等に関して、不自然な

外傷、理由不明の欠席が続く、虐待の証言が得られた、帰宅を嫌がる、

家庭環境の変化など、新たな児童虐待の兆候や状況の変化等を把握した

時は、定期的な情報提供の期日を待つことなく、市町村又は児童相談所

へ情報提供又は通告すること及び学校等又はその設置者から情報提供を

受けた市町村又は児童相談所は、当該学校等又はその設置者から更に詳

しく事情を聞き、組織的に評価した上で、状況確認、主担当機関の確認、

援助方針の見直し等を行うこととともに「児童虐待防止対策の強化に向

けた緊急総合対策」を踏まえて適切に警察と情報共有することについて、

徹底されたい。 

また、学校等は保護者等から要保護児童等が学校等を欠席する旨の連

絡があるなど、欠席の理由について説明を受けている場合であっても、

その理由の如何にかかわらず、休業日を除き引き続き７日以上欠席した

場合（不登校等による欠席であって学校等が定期的な家庭訪問等により

本人に面会でき、状況の把握を行っている場合や、入院による欠席であ

って学校等が医療機関等からの情報等により状況の把握を行っている場

合を除く。）には、定期的な情報提供の期日を待つことなく、速やかに市

町村又は児童相談所に情報提供することについても、徹底されたい。（な

お、障害児通所支援事業所におけるこれらの取扱いは、原則として当該

障害児通所支援事業所をほぼ毎日利用している子どもを想定しているが、

障害児通所支援事業所の利用頻度が低い又は利用が不定期である子ども

については、本取扱いに準じた取扱いとすることとし、具体的な内容に

ついては、別途お示しする。） 

その際、学校等又はその設置者から情報提供を受けた市町村又は児童

相談所は、当該学校等又はその設置者から更に詳しく事情を聞き、組織

的に評価した上で、状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

を行うとともに、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」を踏

まえて適切に警察と情報共有すること。 

※詳細は、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市

町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」（平成３１年２月２

８日付け内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省総合教育政策局

長、文部科学省初等中等教育局長、文部科学省高等教育局長、厚生労働

省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）

を参照されたい。 

＜児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策『関係機関（警察・学

校・病院等）間の連携強化』＞ 

＜児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策の更なる徹底・強化『2

新たなルールの設定』＞ 

 

（５）児童虐待に関する研修の更なる充実について 

３（１）記載のような研修の機会を活用するとともに、児童相談所の

職員を講師に招くなどして、研修の充実に努めるほか、学校長等の管理

職に対しても、児童虐待に関する具体的な事例を想定することなどによ

る実践的な研修に取り組まれたい。 

＜児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策の更なる徹底・強化『3

児童相談所、市町村、学校及び教育委員会の抜本的な体制強化』＞ 

 

２．ケース対応において留意すべき事項 

 

（１）学校等からの通告・相談における連携  

市町村・児童相談所は、学校等又はその設置者からの通告は、地域、

近隣住民あるいは家族、親族からの相談とは異なり、通告した機関が特

定される可能性が高いことを説明すること。学校等又はその設置者から

は通告の事実を保護者に伝えないようにすること。その際、保護者に対

する対応方法について、市町村・児童相談所と事前に綿密な協議を行っ

た上で、連携した対応を図られたい。 

 

＜子ども虐待対応の手引き 第３章通告・相談の受理はどうするか １．

通告・相談時に何を確認すべきか 

（４）通告・相談者別の対応のあり方 ⑥『保育所、学校等からの通告

相談』＞ 

 

（２）保護者への告知の方法  

保護者に虐待の告知をすることで、保護者の怒りが子ども本人に向か

い、さらなる虐待を誘発することを避けるよう何よりも注意すること。

在宅での援助を続けることを前提に虐待の告知を行う場合は、子どもの

安全は守られるという見通しを持って行うことが不可欠であり、そのた

めには、援助の方向性を示すことで養育を改善することはできると保護

者が感じられるような方針を持って説明をすることなどを心がけること。 

また、虐待の告知をした後、「余計なことは言うな」などと保護者が子

どもの口を封じるなどして、子どもが正直に話さなくなることもあり得

るので、その点も念頭に置いて、子どもの所属する機関（学校等）など

と連携しながら子どもの様子に十分な注意を払うこと。 

保護者が虐待の告知を受け止められず、虐待であることを否認して養

育態度を改める姿勢がないような場合には、子どもの保護を図るなど、

在宅での援助という方針自体を再検討しなければならないこと。 ＜子

ども虐待対応の手引き『告知の方法』＞ 

 

 ＜子ども虐待対応の手引き 第 4 章調査及び保護者と子どもへのアプ

ローチをどう進めるか 2．虐待の告知をどうするか（4）告知の方法 ①

『虐待通告を受けて在宅で支援する場合の告知』＞ 

 

（３）一時保護解除後の対応 

一時保護解除等により子どもが家庭復帰した後、児童相談所への来所

が滞ったり、家庭訪問を拒んだり、不在が続くなど支援機関との関係が

疎遠になるときは、子どもにとっての危機のサインであると考える必要

があるため、学校等及びその設置者と市町村・児童相談所の間において、

子どもから直接SOSを出せるような方法を確認しておくとともに、特に

学齢期以降の子どもには関係機関の連絡先を伝えておくよう対応された

い。 
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 ＜子ども虐待対応の手引き 第１０章施設入所及び里親委託中の援助 

５．家庭復帰の際の支援 （４）家庭復帰後のケア＞ 

 

３．児童虐待防止対策の強化を図るべき事項 

 

（１）児童虐待防止に係る研修の実施について 

児童虐待を発見しやすい立場にある教職員等に対する児童虐待に関す

る研修の実施を促進されたい。 

学校等及びその設置者におかれては、教職員等が、虐待を発見するポ

イントや発見後の対応の仕方等についての理解を一層促進するため、以

下の研修について受講を勧奨されたい。 

また、都道府県・市町村におかれては、主催する児童虐待防止に関す

る各種研修会について、教職員等の参加を呼びかけ、受講を促進された

い。 

なお、教職員等を対象とした研修事業（国庫補助事業）は以下のとお

りであるので、積極的に活用されたい。 

 

＜児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策『児童虐待に関する研

修の充実』＞ 

 

○子どもの虹情報研修センター主催 『教育機関・児童福祉関係職員

合同研修』 

学校や教育委員会で児童虐待に携わる者、市町村で児童虐待を担当す

る者、児童相談所職員による合同研修 

○都道府県主催 『虐待対応関係機関専門性強化事業』 

地域で活動する主任児童委員、保育所職員、児童養護施設職員、ケー

スワーカー、家庭相談員等の子どもの保護・育成に熱意のある者を対象

とした児童虐待等に関する専門研修。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等か

ら市町村又は児童相談所への定期的な情報提供につい

て（平成３１年２月２８日 内閣府・厚生労働省・文部科学省） 

 

児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増

加の一途をたどっており、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど依然

として深刻な社会問題となっている。 

こうした中、平成３０年３月に東京都目黒区で発生した児童虐待事案

を受けて、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成３０

年７月２０日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）に基づき、

学校、保育所等と市町村、児童相談所との連携の推進を図るため、「学校、

保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所へ

の定期的な情報提供に関する指針」に基づく運用をお願いしているとこ

ろであるが、本年１月に千葉県野田市で発生した小学校４年生死亡事案

を踏まえ、今般、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等か

ら市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」（別添）を

定め、一層推進すべき取組として周知徹底を図るものであるので、適切

な運用を図られたい。 

都道府県においては管内市区町村、所轄の私立学校及び関係機関へ、

都道府県教育委員会・指定都市教育委員会においては管内市区町村教育

委員会、所管の学校及び関係機関へ、指定都市・中核市・児童相談所設

置市においては関係機関へ、附属学校を置く国立大学法人及び公立大学

法人においては附属学校へ、独立行政法人国立高等専門学校機構並びに

高等専門学校を設置する地方公共団体、公立大学法人及び学校法人にお

いてはその設置する学校へ、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定

を受けた地方公共団体においては認可した学校へそれぞれ周知いただき

たい。 

なお、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又

は児童相談所への定期的な情報提供について」（平成３０年７月２０日付

け内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚

生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）については廃止する。 

また、本通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の

４第１項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。 

 

（別添）学校、保育所、 認定こども園 及び認可外保育施設等から市町

村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針 

 

１ 趣旨 

本指針は、 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等

教育学校、特別支援学校、高等専門学校、 高等課程を置く 専修学校（以

下「学校」という。） 、保育所 、 地域型保育事業 所 、 認定こども園 、

認可外保育施設（児童福祉法（昭和２２年法律第 １６４号） 第５９条

の２第１項に規定する施設をいう。以下同じ。）及び障害児通所支援事業

所（以下「学校・保育所等」という。）から市町村又は児童相談所（以下 

「市町村等」という。）への児童虐待防止に係る資料及び情報の定期的な

提供（以下「定期的な情報提供」という。）に関し、定期的な情報提供の

対象とする児童、情報提供の頻度・内容、依頼の手続等の事項について、

児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号 。以下「虐待

防止法」という。 ）第１３条の４の規定に 基づく基本的な考え方を示

すものである。 
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２ 定期的な情報提供の対象とする児童 

（１）市町村が情報提供を求める場合 

要保護児童対策地域協議会（児童福祉法第２５条の２に規定する要保

護児童対策地域協議会をいう。以下「協議会」という。）において、児童

虐待ケースとして進行管理台帳（注）に登録されており、かつ、学校に

在籍する幼児児童生徒学生 、保育所、地域型保育事業所、認定こども園 、 

認可外保育施設及び障害児通所支援事業所に在籍する乳幼児（以下「幼

児児童生徒等」という。）を対象とする。 

（注）進行管理台帳とは、市町村内における虐待ケース等に関して、子

ども及び保護者に関する情報やその状況の変化等を記載し、協議会にお

いて絶えずケースの進行管理を進めるための台帳であり、協議会の中核

機関である調整機関において作成するものである。 

（２） 児童相談所が情報提供を求める場合 

児童相談所（児童福祉法第１２条に規定する児童相談所をいう。以下

同じ。）が管理している児童虐待ケースであって、協議会の対象となって

おらず、かつ、学校・保育所等から通告があったものなど、児童相談所

において必要と考える幼児児童生徒等を対象とする。 

 

３ 定期的な情報提供の頻度・内容 

（１） 定期的な情報提供の頻度 

定期的な情報提供の頻度は、おおむね１か月に１回を標準とする。 

（２） 定期的な情報提供の内容 

定期的な情報提供の内容は、上記２（１）及び（２）に定める幼児児

童生徒等について、対象期間中の出欠状況、（欠席した場合の）家庭から

の連絡の有無、欠席の理由とする。 

 

４ 定期的な情報提供の依頼の手続 

（１）市町村について 

市町村は、上記２（１）に 定める幼児児童生徒等について、当該幼児

児童生徒等が在籍する学校 ・保育所等に対して、対象となる幼児児童生

徒等の氏名、上記３（２）に定める定期的な情報提供の内容、提供を希

望する期間等を記載した書面を送付する。 

（２）児童相談所について 

児童相談所は、上記２（２）に定める幼児児童生徒等について、当該

幼児児童生徒等が在籍する学校・保育所等に対して、対象となる幼児児

童生徒等の氏名、上記３（２）に定める定期的な情報提供の内容、提供

を希望する期間等を記載した書面を送付する。 

 

５ 機関（学校・保育所等を含む。）間での合意 

（１） 上記４により、市町村等が学校・保育所等に対し、定期的な情報

提供の依頼を行う場合は、この仕組みが円滑に活用されるよう、市町村

等と学校・保育所等との間で協定を締結するなど、事前に機関の間で情

報提供の仕組みについて合意した上で、個別の幼児児童生徒等の情報提

供の依頼をすることが望ましいこと。 

（２） 協定の締結等による機関間での合意に際しては、本指針に掲げる

内容を基本としつつも、より実効性のある取組となるよう、おおむね１

か月に１回程度を標準としている 定期的な情報提供の頻度や、対象とな

る幼児児童生徒等の範囲について、定期的な情報提供の内容をより幅広

く設定するなど、地域の実情を踏まえたものにすること。 

（３） 学校は、市町村等と協定の締結等により機関間での合意をしたと

きは、その内容等を設置者等（私立学校にあっては当該学校の所轄庁を

含む。以下同じ。） に対しても報告すること。 

 

６ 定期的な情報提供の方法等 

（１）情報提供の方法 

学校・保育所等は、市町村等から上記４の依頼文書を受けた場合、依

頼のあった期間内において、定期的に上記３に定める定期的な情報提供

を書面にて行う。 

（２）設置者等への報告等 

学校が市町村等へ定期的な情報提供を行った場合は、併せて設置者等 

に対してもその写しを送付すること。また、市町村等へ定期的な情報提

供を行うに際しては、地域の実情に応じて 設置者等 を経由することも

可能とする。 

 

７ 緊急時の対応 

定期的な情報提供の期日より前であっても、学校・保育所等において、

不自然な外傷がある 、理由不明又は連絡のない欠席が続く、対象となる

幼児児童生徒等から虐待についての証言が得られた、帰宅を嫌がる、家

庭環境に変化があったなど、新たな児童虐待の兆候や状況の変化等を把

握したときは、定期的な情報提供の期日を待つことなく、適宜適切に市

町村等に情報提供又は通告をすること。また、学校・保育所等は保護者

等から対象となる幼児児童生徒等が学校・保育所等を欠席する旨の連絡

があるなど、欠席の理由について説明を受けている場合であっても、そ

の理由の如何にかかわらず、休業日を除き引き続き７日以上欠席した場

合（不登校等による欠席であって学校・保育所等が定期的な家庭訪問等

により本人に面会ができ、状況の把握を行っている場合や、入院による

欠席であって学校・保育所等が医療機関等からの情報等により状況の把

握を行っている場合を除く。）には、定期的な情報提供の期日を待つこと

なく、速やかに市町村等に情報提供すること。 

なお、障害児通所支援事業所におけるこれらの取扱いは、原則として

当該障害児通所支援事業所をほぼ毎日利用している幼児児童生徒等を想

定しているが、障害児通所支援事業所の利用頻度が低い又は利用が不定

期である幼児児童生徒等については、本取扱いに準じた取扱いとするこ

ととし、具体的な内容については、別途お示しする。 

 

８ 情報提供を受けた市町村等の対応について 

（１） 市町村について 

① 学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時に

おける情報提供を受けた市町村は、必要に応じて当該学校・保育所等か

ら更に詳しく事情を聞くこととし、これらの情報を複数人で組織的に評

価する。なお、詳細を確認する内容としては、外傷、衣服の汚れ、学校・

保育所等での相談、健康診断の回避、家庭環境の変化、欠席の背景、そ

の他の虐待の兆候をうかがわせる事実を確認できた場合には当該事項等

が考えられる。 

② ①の評価を踏まえて、必要に応じて関係機関にも情報を求める 、自

ら又は関係機関に依頼して家庭訪問を行う、個別ケース検討会議を 開催 

する など状況把握及び対応方針の検討を組織として行う とともに「児

童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」を踏まえて適切に警察と

情報共有すること。 

③ 対応が困難な場合には児童相談所に支援を求めるとともに、専門的な

援助や家庭への立入調査等が必要と考えられる場合は、速やかに児童相

談所へ送致又は通知を行う。 
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④ 協議会においては、市町村内における全ての虐待ケース（上記２（２）

の場合を除く。）について進行管理台帳を作成し、実務者会議の場におい

て、定期的に（例えば３か月に１度）、状況確認、主担当機関の確認、援

助方針の見直し等を行うことを徹底すること。 

（２） 児童相談所について 

① 児童相談所が学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記

７の緊急時における情報提供を受けた場合 

ア 学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時

における情報提供を受けた児童相談所は、必要に応じて当該学校・保育

所等から更に詳しく事情を聞くこととし、これらの情報について援助方

針会議等の合議による組織的な評価を行うとともに、「児童虐待防止対策

の強化に向けた緊急総合対策」を踏まえて適切に警察と情報共有するこ

と。なお、詳細を確認する内容としては、外傷、衣服の汚れ、学校・保

育所等での相談、健康診断の回避、家庭環境の変化、欠席の背景、その

他の虐待の兆候をうかがわせる事実を確認できた場合には当該事項等が

考えられる。 

イ アの評価を踏まえて、必要に応じて関係機関にも情報を求める、自ら

家庭訪問を行う、個別ケース検討会議の開催を市町村に求めるなど状況

把握及び対応方針の検討を組織として行う。 

ウ 必要に応じて立入調査、出頭要求、児童の一時保護等の対応をとる。 

② 市町村が学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の

緊急時における情報提供を受けた場合 、市町村の求めに応じて積極的に

支援するものとする。 

 

９ 個人情報の保護に対する配慮 

（１）虐待防止法においては、市町村等から児童虐待に係る情報の提供

を求められた場合、地方公共団体の機関は情報を提供することができる

と従前から規定されていた一方、児童虐待の兆しや疑いを発見しやすい

立場にある民間の医療機関、児童福祉施設、学校等は提供できる主体に

含まれておらず、これらの機関等が児童虐待に係る有益な情報を有して

いるような場合であっても、個人情報保護や守秘義務の観点を考慮し、

情報提供を拒むことがあった。児童虐待が疑われるケースについては、

児童や保護者の心身の状況、置かれている環境等の情報は、市町村等に

おいて、児童の安全を確保し、対応方針を迅速に決定するために必要不

可欠であることから、 「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成 ２

８ 年法律第６３号） においては、地方公共団体の機関に加え、病院、 

診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、福祉又は教育に関係す

る機関や医師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童

の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者（以下「関係機関等」

という。）も、児童相談所長等から児童虐待の防止等に関する資料又は情

報の提供を求められたときは、当該児童相談所長等が児童虐待の防止等

に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用するこ

とに相当の理由があるときは、これを提供することができるものとされ

た。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は

情報に係る児童等又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある

と認められるときは、この限りでないとされた（虐待防止法第１３条 の

４）。 

（２）このため、学校・保育所等から市町村等に対して、定期的な情報

提供を行うに当たって、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法

律第５７号 。以下「個人情報保護法」という。 ）第１６条及び第２３

条においては、本人の同意を得ない限り、①あらかじめ特定された利用

目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならず、②第

三者に個人データを提供してはならないこととされている 。しかしなが

ら、 「法令に基づく場合」は、これらの規定は適用されないこととされ

ており、 虐待防止法第１３条の４の規定に基づき資料又は情報を提供す

る場合は、この「法令に基づく場合」に該当するため、個人情報保護法

に違反することにならない。なお、地方公共団体の機関からの情報提供

については 、各地方公共団体の個人情報保護条例において、個人情報の

目的外利用又は提供禁止の除外規定として、「法令に定めがあるとき」等

を定めていることが一般的であり、虐待防止法第１３条の４に基づく情

報提供は「法令に定めがあるとき」に該当するため、条例にこのような

除外規定がある場合には条例違反とはならないと考えられる。ただし、

幼児児童生徒等、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不

当に侵害することのないよう 十分な配慮の下、必要な限度で行わなけれ

ばならないので留意すること。また、当該情報提供は、虐待防止法第１

３条の４の規定に基づくものであるため、同規定の趣旨に沿って行われ

る限り、刑法（明治４０年法律第４５号）や関係資格法で設けられてい

る 守秘義務規定に抵触するものではないことに留意されたい。 

（３）市町村が学校・保育所等から受けた定期的な情報提供の内容につ

いて、協議会の実務者会議及び個別ケース検討会議において情報共有を

図ろうとする際は、市町村において、学校・保育所等から提供のあった

情報の内容を吟味し、情報共有すべき内容を選定の上、必要な限度で行

うこと。また、協議会における幼児児童生徒等に関する情報の共有は、 幼

児児童生徒等の適切な保護又は支援を図るためのものであり、協議会の

構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関

して知り得た秘密を漏らしてはならないこととされているので、このこ

とに十分留意し、協議会の適切な運営を図ること。 

 

１０ その他 

市町村等が学校・保育所等以外の関係機関に状況確認や見守りの依頼

を行った場合にも、当該関係機関との連携関係を保ち、依頼した後の定

期的な状況把握に努めるものとする。 
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児童虐待の早期発見・早期対応のための 

虐待対応マニュアル 
 

 

問合せ先 

〒680-0941 

鳥取県鳥取市湖山町北五丁目201 

鳥取県教育委員会 

いじめ・不登校総合対策センター 

TEL：0857-28-2362 

FAX：0857-31-3958 


